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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次 第52期 第53期 第54期 第55期 第56期

決算年月 平成25年２月 平成26年２月 平成27年２月 平成28年２月 平成29年２月

売上高 (百万円) 89,217 89,037 95,238 108,141 121,460

経常利益 (百万円) 971 1,371 1,595 1,219 1,309

当期純利益 (百万円) 210 378 428 523 403

持分法を適用した場合の
投資損失（△）

(百万円) ― ― △255 ― ―

資本金 (百万円) 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176

発行済株式総数 (株) 6,941,350 6,941,350 6,941,350 6,941,350 6,941,350

純資産額 (百万円) 6,777 7,136 7,547 8,318 8,662

総資産額 (百万円) 26,844 25,152 27,140 31,598 32,452

１株当たり純資産額 (円) 989.54 1,040.89 1,099.31 1,198.64 1,245.68

１株当たり配当額
(内１株当たり
中間配当額)

(円)
8.00 10.00 12.00 15.00 17.00

(―) (―) (―) (―) (―)

１株当たり
当期純利益金額

(円) 30.87 55.37 62.64 76.12 58.48

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益金額

(円) 30.82 55.26 62.48 75.89 58.26

自己資本比率 (％) 25.2 28.3 27.7 26.2 26.5

自己資本利益率 (％) 3.1 5.5 5.9 6.6 4.8

株価収益率 (倍) 53.4 33.8 46.8 36.8 51.8

配当性向 (％) 25.9 18.1 19.2 19.7 29.1

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 1,336 1,611 4,443 37 2,486

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,863 △1,490 △846 △3,064 △2,858

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 2,804 △2,832 △2,208 1,459 612

現金及び現金同等物の
期末残高

(百万円) 3,332 621 2,009 455 696

従業員数
(外、平均臨時雇用者数)

(名)
711 727 769 1,030 1,072

（2,936) （3,105) （3,146) （3,749) （3,709)
 

　
(注) １　売上高には消費税等は含まれておりません。

２　持分法を適用した場合の投資利益については、第52期及び第56期は関連会社がないため、第53期は関

連会社株式を平成25年12月３日に取得しておりますが、みなし取得日が事業年度末のため、また、第

55期は関連会社の全株式を売却したため記載しておりません。

３　平成24年４月20日開催の第51期定時株主総会決議により、決算期を１月31日から２月末日に変更しま

した。従って、第52期は平成24年２月１日から平成25年２月28日までの13ヵ月間となっております。
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２ 【沿革】
 

年月 事項

昭和36年３月
生鮮食料品の小売業を目的として、札幌市北区において、「株式会社札幌フードセンター」
（現　当社）を設立(資本金750万円)。

昭和36年８月 札幌市北区にスーパーマーケット第１号店の「北店」を開設。

昭和61年３月 札幌市中央区に商品本部を移転。

平成元年１月 北店にPOSシステム導入。以後全店に漸次導入。

平成５年９月 ジャスコ株式会社（現　イオン株式会社）との業務及び資本提携。

平成７年10月 日本証券業協会（現　東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード））に株式を店頭登録。

平成12年10月
北海道ジャスコ株式会社と合併、商号を「マックスバリュ北海道株式会社」とするとともに増
資、資本金1,176百万円となる。また、本店の住所を札幌市中央区に移す。

平成14年４月 ２４時間営業を開始。（「マックスバリュ八軒店」）

平成15年２月 イオン株式会社が当社株式の公開買付けを実施。イオン株式会社の連結子会社に。

平成15年２月 株式会社王子サービスセンター苫小牧地区の５店舗の営業譲受。

平成15年４月 環境マネジメントシステム国際規格ISO14001の認証取得。

平成20年３月 電子マネー「ＷＡＯＮ（ワオン）」の取扱いを開始。

平成20年４月 株式会社ジョイと合併。

平成22年２月 新業態「ザ・ビッグ エクスプレス平岸店」をオープン。

平成25年12月 株式会社いちまるとの業務及び資本提携。

平成27年９月 営業譲受により株式会社ダイエーの店舗を７店舗承継。

平成27年10月 営業譲受により株式会社いちまるの店舗を14店舗承継。
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３ 【事業の内容】

 

当社は、親会社イオン株式会社を中心とする企業集団イオングループの中で、スーパーマーケット事業を営む企業

群の中に位置づけられており、チェーンストアーとして北海道地区において、食料品・日用雑貨品の販売を主力とし

た小売業を営んでおります。

当社は、親会社イオン株式会社と同社が保有する商標等の使用に対するブランドロイヤルティ契約を締結しており

ます。イオングループ各社から、ＰＢ商品であるトップバリュ商品をはじめとする商品の一部供給、イオンカードや

ＷＡＯＮカード等のクレジット回収業務の委託、店舗不動産の賃貸借、店舗内ＡＴＭ設置に伴う賃貸、店舗維持管理

および店舗資材の供給、自動販売機の業務委託、物流業務や事務処理の業務委託等の取引を行っております。

当社が展開する店舗は、「マックスバリュ」等の食品スーパーマーケットおよび「ザ・ビッグ」等のディスカウン

トストアの二つの業態に大別されます。食品スーパーマーケットは、「便利」「安い」をコンセプトに、日常の必要

な食料品・家庭用品を中心とした品揃えで、ディスカウントストアに比べて長時間営業（一部の店舗は24時間営業）

を行っていることが特徴です。ディスカウントストアは、「買えば買うほど安さがわかる」をコンセプトに、低価格

を実現するため、日常の生活に必要な食料品・家庭用品を中心に食品スーパーマーケットに比べアイテム数を絞り込

んだ品揃えや大量陳列、均一価格の設定などの販売方法を行っていることが特徴です。食品スーパーマーケットでは

旧屋号での営業店舗が一部あり、当事業年度末の営業状況は下記となります。

（1）食品スーパーマーケット

マックスバリュ（51店舗）、マックスバリュエクスプレス（３店舗）、札幌フードセンター（４店舗）、フード

センター（１店舗）、ジョイ（４店舗）、プライスマート（１店舗）、いちまる（10店舗）の計74店舗。

（2）ディスカウントストア

ザ・ビッグ（12店舗）、ザ・ビッグエクスプレス（５店舗）の計17店舗

合計91店舗
 

　
これらの事業に係る系統図は、次のとおりであります。
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４ 【関係会社の状況】

親会社

名称 住所
資本金
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の所有
（被所有)割合

(％)
関係内容

イオン株式会社 千葉市美浜区 220,007 純粋持株会社
（64.93）
〔7.20〕

ロイヤルティ契約

 

　
(注) １　有価証券報告書の提出会社であります。

２　議決権の被所有割合の〔　〕内は、間接所有によるもので内数で記載しております。
　

５ 【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

平成29年２月28日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

1,072（3,709) 38.7 11.0 4,378
 

　
(注) １　従業員は就業人員であります。臨時従業員数は（　）内に年間の平均人数(１日８時間換算）を外数で記載

しております。

２　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３　当社は、食料品及び日用雑貨品を主に販売するスーパーマーケット事業及びその付随業務の単一セグメント

であるため、セグメント別の記載を省略しております。

４　従業員数には、派遣出向者７人を含まず、受入出向者９人を含んでおります。

 

(2) 労働組合の状況

当社の労働組合は、昭和48年２月１日に結成された札幌フードセンター労働組合を平成12年10月１日マックスバ

リュ北海道労働組合に改称、労使関係は良好に推移しております。

なお、平成29年２月28日現在の組合員数は4,915名(従業員数839名、パートタイマー4,076名)であります。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当事業年度における経営環境は、政府の経済政策の効果により、企業収益の向上や雇用情勢に改善がみられ、引

き続き景気は緩やかながら回復の傾向にあるものの、中国をはじめとしたアジア新興国の経済の失速、不安定な株

式市場の動きや為替市場の乱高下もあり、先行きはなお不透明な状況にあります。また、当社の属する北海道の

スーパーマーケット業界では、お客さまの生活防衛意識は依然高く、節約・低価格志向が継続するとともに、業

種・業態および販売チャネルを越えた競争はより一層激しさを増し、併せて人口減少、高齢化の進行等厳しい経営

環境が続いております。このような経営環境の下、当社は「基本の徹底と変化への対応」のスローガンを掲げ変化

するお客さまニーズに対応した品揃え、売場づくり、サービスの提供を行い商圏シェアの拡大に取り組んでまいり

ました。

商圏シェアの拡大では、前事業年度に承継した株式会社ダイエーと株式会社いちまる店舗の営業力強化を優先の

課題とし、株式会社ダイエーより承継した「マックスバリュマルヤマクラス店（札幌市）」を札幌市内の都市型駅

前モデル店として改装し、また、株式会社いちまるから承継した３店舗をマックスバリュ店舗に改装いたしまし

た。改装後は４店舗とも地域のお客さまから評価をいただいており、好調に推移しております。また、既存店舗の

活性化では、大規模改装をはじめ小規模改装と合わせて16店舗の改装を行い、店舗の商圏特性やライフスタイルに

合わせた品揃えと売場づくりを実施いたしました。当事業年度においては承継店舗と合わせ合計20店舗の改装を実

施し、これまで以上に地域や立地に適した品揃えが実現でき始めており、お客さまの期待にお応えできる売場に一

歩ずつではありますが前進することができております。

商品・営業面では、お客さまの節約・低価格志向にお応えすべく購買頻度の高い商品の価格訴求を引き続き行っ

てまいりました。具体的には毎週・毎月恒例となっております曜日市や恒例セールス、毎週のお買い得企画「今週

のおすすめ品」の販売強化、低価格でご提供する販促企画「安い値！」商品の品目数の増加と展開強化を行う等、

毎日の食生活に欠かせない商品を「より豊かに」「より便利に」そして「よりお値打ちに」ご提供してまいりまし

た。

販売促進では、マックスバリュ店舗では当事業年度より毎月月初めの「はじめの市」を重点セールスとして位置

付けて実施し、多くのお客さまにご支持をいただき好調なセールスのひとつとなってきております。また、毎月旬

の食材をおすすめする「イチオシ商品」企画を拡大し、売場、テレビ番組、ホームページを連動させ、調理方法等

の情報提供に取り組みました。具体的には、春は北海道産のホタテやアスパラ、夏は北海道産トマト、秋は北海道

産の秋鮭、冬は北海道産の真だらといった食材を手軽に調理できる料理レシピを紹介し、お客さまから好評をいた

だいております。ビッグ店舗では毎月第２日曜日に実施している「ザ・ビッグデー」の強化に取り組みました。具

体的には下期よりテレビコマーシャルを導入し大きな集客効果が得られており売上拡大に寄与しております。ま

た、６月より、現金決済でポイントがたまる「ＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴカード」を導入し、カード加入者数は月を増す

ごとに増加しており、固定客づくりに結びついていると考えられます。

コンプライアンスの取り組みでは、食品表示の厳格化、衛生管理、労務管理、防災管理に係る内容を重点実施項

目として、毎月の店長会議や商品部員会議、売場担当者会議を通じての教育機会を増やすことで個人のスキルアッ

プと組織体制の基盤固めに努めてまいりました。

以上のような取り組みにより売上高は前期比112.3%、客数は同108.0%、客単価は同103.9%となり、既存店売上高

は、平成26年４月の消費税増税の駆け込み需要で影響があった平成27年３月を除き、平成22年９月から連続で６年

５カ月にわたり前年同月を上回る結果となり好調に推移いたしました。一方、価格政策による積極的なシェア拡大

に継続して取り組んだ結果、売上総利益率は21.7％となり前期に対して0.1ポイント低下いたしました。

販売費及び一般管理費では、省エネ設備投資等により水道光熱費の削減効果がありましたが店舗活性化による改

装投資の増加等により前期比111.8％となりました。また、特別損失として減損損失の計上および法人税率の引き下

げによる繰延税金資産の取崩し等により、当期純利益は４億３百万円(前期比77.2％)となりました。

以上の結果、当事業年度の業績は、営業収益1,232億４百万円(前年同期比112.3％)、営業利益12億87百万円(前年

同期比111.7％)、経常利益13億９百万円(前年同期比107.4％)、当期純利益４億３百万円(前年同期比77.2％)となり

ました。
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（商品グループ別売上高状況）

農産、水産、畜産、サービスデリ（惣菜）の各生鮮食品グループにおいては、高まる節約志向、多様化するライ

フスタイルの変化やエリア毎のニーズに対応した品揃えの強化に取り組んでまいりました。具体的には購買頻度の

高い商品を低価格でご提供する販促企画「安い値！」の販売強化を実施し、特に相場高が続いた野菜の価格訴求が

奏功し好調に推移しました。中食化傾向の高まり等から、揚げ物・焼き物のホットデリカ、生野菜のサラダ、お刺

身、インストアベーカリーなどの即食性の高い商品が好調でした。地域のニーズに対応した品揃えの強化につきま

しては、重点地域にエリア商品部を設置し、商圏特性に合わせた品揃えを実施してまいりました。具体的には、エ

リア毎に地元で収穫された野菜の取り扱いの拡大や、地場漁港からのお魚の仕入れを拡大いたしました。

デイリー（日配）、グロサリー（加工）グループでは、調理の手間の掛からない、無駄の少ない商品に対する

ニーズの高まりにより、冷凍食品、チルド加工品等が好調であるとともに、特定保健用食品を含む機能性ヨーグル

トや飲料等の商品が好調に推移し、プラス要因となりました。

家庭用品グループでは医薬品、健康食品、ペット関連商品が好調に推移し、売上拡大につながりました。

　

(2) キャッシュ・フローの状況

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べ２億40百万円増加

し、６億96百万円となりました。

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

　

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は前事業年度に比べて24億49百万円増加し、24億86百万円となりました。

収入の主な内訳は、減価償却費13億25百万円、税引前当期純利益９億42百万円であり、支出の主な内訳は、預り

金の減少額１億86百万円、法人税等の支払額１億72百万円であります。

　

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は前事業年度に比べて２億６百万円減少し、28億58百万円となりました。

収入の主な内訳は、建設協力金の回収による収入２億86百万円であり、支出の主な内訳は、有形固定資産の取得

による支出33億83百万円であります。

　

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果得られた資金は前事業年度に比べて８億46百万円減少し、６億12百万円となりました。

収入の主な内訳は、長期借入れによる収入25億円、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出18億42百万

円であります。
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２ 【仕入及び販売の状況】

(1) 仕入実績

当社は、食料品及び日用雑貨品を主に販売するスーパーマーケット事業及びその付随業務の単一セグメントである

ため、「仕入及び販売の状況」については、商品グループ別に記載しております。

　商品グループ別仕入状況

商品グループ名

当事業年度
(自　平成28年３月１日
至　平成29年２月28日)

(百万円)

構成比（％） 前年同期比(％)

農産 14,101 14.8 118.0

水産 7,472 7.9 109.2

畜産 8,500 8.9 110.3

サービスデリ（惣菜） 6,752 7.1 113.2

デイリー（日配） 21,186 22.3 112.9

グロサリー（加工） 32,832 34.6 108.7

インストアベーカリー 607 0.6 107.6

食　品　計 91,453 96.2 111.6

家庭用品 3,217 3.4 106.7

衣料品 247 0.3 107.7

その他 110 0.1 109.5

非　食　品　計 3,575 3.8 106.8

合　　計 95,029 100.0 111.4
 

　
(注) １　その他は、催事等であります。

２　金額は仕入価格で表示しております。

３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(2) 販売実績

①　商品グループ別売上高状況

商品グループ名

当事業年度
(自　平成28年３月１日
至　平成29年２月28日)

(百万円)

構成比（％） 前年同期比(％)

農産 16,346 13.5 117.8

水産 9,475 7.8 109.5

畜産 11,308 9.3 111.0

サービスデリ（惣菜） 10,308 8.5 113.6

デイリー（日配） 28,219 23.2 113.4

グロサリー（加工） 39,913 32.9 110.7

インストアベーカリー 1,211 1.0 106.2

食　品　計 116,783 96.2 112.4

家庭用品 4,177 3.4 109.9

衣料品 362 0.3 111.1

その他 136 0.1 109.9

非　食　品　計 4,676 3.8 110.0

合　　計 121,460 100.0 112.3
 

　
(注) １　上記金額は、商品グループ別直営売上高であり営業収入は含まれておりません。

２　その他は、催事等であります。

３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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②　地域別売上高状況

地域別

当事業年度
(自　平成28年３月１日
至　平成29年２月28日) 前年同期比(％)

売上高(百万円) 構成比率(％)

石狩振興局　　　
　マックスバリュマルヤマクラス店（札幌市）
　他43店舗

61,614 50.8 105.7

胆振総合振興局
　マックスバリュ新花園店（苫小牧市）
　他８店舗

10,354 8.5 120.1

上川総合振興局
　ザ・ビッグ宮前通店（旭川市）
　他２店舗

5,750 4.7 108.6

留萌振興局
　マックスバリュ留萌店（留萌市）
　１店舗

1,505 1.2 100.7

釧路総合振興局
　ザ・ビッグ文苑店（釧路市）
　他３店舗

7,611 6.3 103.0

後志総合振興局
　マックスバリュ手宮店（小樽市）
　他３店舗

6,439 5.3 99.9

空知総合振興局
　マックスバリュ滝川店（滝川市）
　他７店舗

11,348 9.3 102.5

日高振興局
　マックスバリュ静内店（新ひだか町）
　他１店舗

2,580 2.1 128.7

渡島総合振興局
　マックスバリュ堀川店（函館市）
　他５店舗

5,771 4.8 135.2

十勝総合振興局
　マックスバリュ稲田店（帯広市）
　他13店舗

8,482 7.0 261.1

合計 121,460 100.0 112.3
 

　
(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２ 前年同期比の著しい増加は、前事業年度中に承継による店舗数増加があったためであります。

 

③　単位当たり売上高

項目
当事業年度

(自　平成28年３月１日
至　平成29年２月28日)

前年同期比(％)

売上高 121,460百万円 112.3

売場面積(平均)
１㎡当たり売上高

155,679㎡
780千円

 
101.2

従業員数(平均)
１人当たり売上高

4,781人
25,407千円

 
112.3

 

　
(注) １　売場面積(平均)は、「大規模小売店舗立地法」に基づく面積であり、稼動月数により算出しております。

２　従業員数(平均)には、臨時従業員(１日８時間換算期中平均人数)を含んでおります。

３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

４　１㎡当たり売上高及び１人当たり売上高については、千円単位で表示しております。

 

④　主要顧客別売上状況

該当事項はありません。
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３ 【対処すべき課題】

翌事業年度における経営環境は、企業収益や雇用情勢に改善傾向がみられ、一部に明るい兆しがみえているもの

の、中国をはじめとしたアジア新興国の経済の失速や英国のＥＵ離脱、米国新政府による政策の不確実性等の影響

により為替や株式市場の不安定な動きもあり、先行きはなお不透明な状況にあります。さらに、当社の属する北海

道のスーパーマーケット業界では、お客さまの生活防衛意識が依然高く、節約・低価格志向が継続するとともに、

業種・業態および販売チャネルを越えた競争はより一層激しさを増し、併せて他地域に先駆けて進む人口減少、高

齢化の進行等厳しい経営環境が続くものと思われます。このような経営環境の下、当社は経営基盤の強化を行いつ

つ、成長軌道をより確かなものとすべく改革の推進を実践し中長期的な成長を目指してまいります。

　

①成長戦略

成長戦略に欠かすことのできない新店開発を計画的に進めてまいります。具体的には札幌市およびその近郊の道

央圏を主とし道北、道南、道東のドミナントエリアへの新規出店計画を進めてまいります。また、既存店舗の活性

化を継続的に行い、売場づくりの見直しによる営業力の強化を図ってまいります。ザ・ビッグ業態も取り組みから

８年目を迎え、さらに進化したザ・ビッグ店舗への活性化にも積極的に取り組んでまいります。

　

②商品・営業戦略

多様化するお客さまニーズの掘り起こしや地域・立地特性に合わせた店舗タイプ別品揃えやサービスの改善を継

続して行ってまいります。例えば、高齢化、単身世帯の増加、働く女性の増加、といった社会情勢の変化に対し

て、調理が「簡単・便利」な商品や「食の作らない化」へ対応した中食関連商品の品揃えの拡充を継続実施すると

ともに、健康志向の高まりに対する商品の品揃えにもチャレンジしてまいります。また、節約志向にお応えすべ

く、購買頻度の高い商品を中心に販売力の強化を図ってまいります。具体的には、週間ごとに設定している「今週

のおすすめ品」、低価格でご提供する販促企画「安い値！」商品の販売強化に努めます。これらの商品をよりわか

りやすく、必要な情報がお伝えできるよう売場づくりの改善にも着手してまいります。これまで以上に現場である

店舗に近いところで施策が実行できる組織体制を進め、より地域に密着した店舗運営が実行できるようにしてまい

ります。

　

③人事・教育戦略

将来を見据えた活力ある人材育成への取り組みを進めるため、教育機会の拡大と体系の確立を進めてまいりま

す。従業員教育については職位別、資格別に実施し、特に実務教育の充実に力を注いでまいります。また、ダイ

バーシティ(多様性)を推進し、女性が働きやすく活躍できる会社の実現を目指し、女性管理職の育成・登用につい

ても積極的に取り組んでまいります。さらに、フレンド社員(パートタイマー)で構成するマイストア委員会による

改善活動を活発化し、魅力ある売場づくりの実現や働き甲斐のある企業風土の醸成を目指してまいります。

　

④リスクへの対応

継続的な事業の展開をしていくために内部統制の充実と事業リスクへの対応が必要不可欠です。コンプライアン

スの徹底やリスク管理を含めた内部統制の強化を図るためコンプライアンス教育、内部監査、リスクマネジメント

体制の強化などを推進してまいります。
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４ 【事業等のリスク】

当社の事業展開およびその他に関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項は、以下のとおりで

あります。また、必ずしも、そのようなリスク要因と考えていない事項につきましても、投資者の判断上、重要で

あると考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。

なお、当社は、これらのリスクの存在を認識した上で、発生の回避および発生した場合の対応に努める方針であ

ります。また、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

 

①競争の激化のリスク

当社は、店舗網拡大による新規出店や既存店舗の商圏内では同業他社と競合状況にあります。また、売場面積

1,000㎡未満店舗においては、法規制等が少なく新規出店がしやすい状況となっております。今後、当社店舗の商

圏内に新規の競合店舗が参入した場合や異業種より食品販売の新規参入等があった場合、当社の業績および財政状

態に影響を及ぼす可能性があります。

 

②法的規制によるリスク

当社は、「大規模小売店舗立地法」、「独占禁止法」、「下請法」、「景品表示法」、「食品衛生法」および

「労働基準法」等の法的規制を受けております。そのため当社は、企業内における個人の行動指針としてイオング

ループで定める「イオン行動規範」を基に各法律の内容の理解のための教育を実施し、コンプライアンスの向上に

つとめておりますが、これらの規則に違反した事態が生じた場合は、行政処分を科せられるとともに顧客の信頼を

失い、当社の業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

③不動産価格の変動に伴うリスク

当社が店舗を新設する場合の不動産の形態は、土地を賃借して当社が建物を建築する場合、賃貸人が建物を建築

して当社が当該建物を賃借する場合、土地および建物を当社が所有する場合があります。いずれの場合において

も、地価が上昇したときは不動産コストが上昇することになり、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。ま

た、建設業界における慢性的な人材不足がみられるとともに、建築資材の上昇により、建築コストの上昇や工期の

長期化が発生する場合があり、当社の業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

④食品の安全性のリスク

近年、食品業界において、牛肉等の産地偽装、異物混入、高病原性鶏インフルエンザやノロウイルスの発生、ア

レルギー物質誤表示等、多くの問題が発生しております。多数のお客さまに食品を提供している当社にとって、重

要な問題であると認識しております。当社では、仕入商品の産地情報の収集、抜き取り検査による商品の安全性の

確認等、また、食品表示や衛生管理の社内教育を行うことにより、商品管理体制の強化を図っておりますが、予期

せぬ事故が発生した場合は社会的信用低下を招き、当社の業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑤人材雇用に関するリスク

当社は、雇用情勢の変化により、正社員およびパートタイマー労働者において必要な人材を計画通り確保出来な

くなった場合、種々の雇用費用が増大するとともに、人材育成への影響により事業の安定的な成長と発展に影響を

及ぼす可能性があります。また、労働基準法・パートタイマー労働法・厚生年金保険法・最低賃金法等の労働関係

法の改正等の要因により、従業員に係る費用が増大した場合は、当社の業績および財政状態に影響を及ぼす可能性

があります。

 

⑥貸倒引当金のリスク

当社は、建設協力金、売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を貸倒引当金として計上しております。実

際の貸倒れが貸倒引当金計上時点における前提および見積りと乖離し、貸倒引当金を大幅に超えた場合、また、経

済状態全般の悪化により、設定した前提および見積りを変更せざるを得なくなった場合、当社の業績および財政状

態に影響を及ぼす可能性があります。
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⑦資金調達のリスク

当社は、新規出店や既存店の改装投資に必要な資金の一部を、金融機関からの借入を中心に調達しております

が、金融環境が悪化し、当社が希望する条件で調達が出来ない場合、当社の業績および財政状態に影響を及ぼす可

能性があります。

 

⑧減損会計適用のリスク

当社は、減損損失の認識判定および測定に際して、店舗を基本単位にグルーピングし、遊休資産については物件

単位毎にグルーピングしております。店舗における営業活動から生じる損益が継続してマイナスまたは継続してマ

イナスになる見込となった場合や当社が保有する不動産（土地）について、その市場価格の著しい下落の場合に

は、減損損失が計上され、当社の業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑨税効果会計に伴う繰延税金資産の計上によるリスク

当事業年度末において20億27百万円の繰延税金資産を計上しております。毎期、繰延税金資産の回収可能性の見

直しを行なっており、見直しの結果、将来の税金負担額を軽減する効果を有していると見込まれなくなった場合や

法人税減税等の制度面における変更があった場合には、繰延税金資産を適時に取り崩すことになり、当社の業績お

よび財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑩個人情報の漏洩に関するリスク

当社は、お客さまから得た個人情報を保有しております。個人情報の保護については、社内規程等の整備や従業

員教育により、流失の防止に万全の体制をとっておりますが、万一、個人情報が流出した場合は、社会的信用が低

下し、当社の業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑪自然災害、事故等に関するリスク

当社は、安全で快適な店舗づくりという観点から、自然災害や事故等からお客さまを守るため、防災マニュアル

の整備、避難訓練の実施等、平素より予想される事態に対しての対策を講じておりますが、自然災害により取引先

の工場、輸送手段が被災し、商品の供給が影響を受けた場合や大規模な事故の発生により、店舗やその他事業活動

が一部中断せざるを得ないような場合は、当社の業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 
⑫イオングループとの関係について

ア．イオングループとの競合

当社の親会社はイオン株式会社であり、平成29年２月28日現在で当社株式の57.7％を所有しております。当社が

店舗展開している北海道では、イオングループのイオン北海道株式会社がＧＭＳ（総合小売事業）、まいばすけっ

と（小型スーパーマーケット事業）を展開しておりますが、店舗特性や商圏等の違いから現状では競合となりうる

状況と認識しておりません。しかしながら、将来的にグループ企業の事業展開によっては新たな競争が発生する可

能性は否定できず、この場合、当社の事業展開や業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

　

イ．イオングループとの取引

当事業年度において当社はイオングループ32社と取引があり、その取引の内容および金額は以下のとおりであり

ます。

ⅰ.商品仕入れ

イオンリテール株式会社、イオントップバリュ株式会社をはじめとする企業から各種商品を仕入れており、こ

れらの総額は192億３百万円であります。

ⅱ.業務委託

イオングローバルＳＣＭ株式会社、イオンアイビス株式会社をはじめとする企業に物流、電子計算処理等を委

託しており、これらの総額は31億61百万円であります。
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ⅲ.クレジット、電子マネー

イオンクレジットサービス株式会社をはじめとする企業の発行するクレジット、ＷＡＯＮカードなどの利用の

総額は616億72百万円であり、これらの利用等に関わる支払手数料は９億３百万円であります。このほか、ＷＡＯ

Ｎカードのチャージ（入金）の取扱をしており、受取手数料が１億84百万円であります。

ⅳ.ブランドロイヤルティ

イオン株式会社に対して、ブランド使用、営業上の情報や経営ノウハウ利用の対価としてロイヤルティ１億８

百万円を支払っております。

ⅴ.その他の取引

イオンディライト株式会社との間で自動販売機の業務委託収入が27百万円、店舗維持管理等の取引が７億55百

万円であります。また、イオンタウン株式会社、株式会社ダイエーから店舗を賃借しており、これらにかかる賃

借料は63百万円であり、イオン北海道株式会社、株式会社ジーフットに対して店舗を一部賃貸しており、これら

にかかる賃貸収入は48百万円であります。

上記のほか、賃貸収入など当社の収益にかかる取引が11百万円、店舗維持管理などに係る費用の取引が８億16

百万円であります。

　

ウ．イオングループとの人的関係

当社社外監査役である福岡眞人氏と吉岡征雄氏はイオン北海道株式会社、後藤鉄朗氏はマックスバリュ東北株式

会社の監査役を兼務しております。また、平成29年２月28日現在、イオングループからの当社受入出向者は９名、

イオングループへの当社派遣出向者は４名であります。

当社とイオングループとの関係は以上の通りですが、いずれも当社の経営判断や営業活動に影響を与えるもので

はなく、当社が独立して主体的に事業運営を行っております。

 

５ 【経営上の重要な契約等】

（1）親会社との契約

　

相手方の名称 契約名称 契約内容 契約期間

イオン株式会社 ロイヤルティ契約

イオングループに属
することによる無形
の経済的利益に対す
る対価に関する契約

平成28年３月１日から
平成29年２月28日まで

 

 

（2）その他の契約

相手方の名称 契約名称 契約内容 契約期間

イオンリテール
株式会社

商品売買基本契約書 商品仕入
平成20年６月21日から
平成21年６月20日まで
（１年自動更新）

イオントップバリュ
株式会社

トップバリュ商品販売基
本契約書

イオンプライベート
ブランド商品の仕入

平成20年６月21日から
平成21年６月20日まで
（１年自動更新）

イオングローバルSCM
株式会社

イオン統合物流システム
利用等に関する契約

商品物流業務に関す
る委託契約

平成17年７月１日から
平成18年２月20日まで
（１年自動更新）

イオンアイビス
株式会社

情報システム利用等に関
する契約

ITに関する情報提供
等及びコンピュータ
システムの利用契約

平成21年８月21日から
イオングループとして
の業務提携・協力関係
が存続する限り有効

 

 

６ 【研究開発活動】

該当事項はありません。
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７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（1）財政状態の分析
 

（資産）

流動資産は、前事業年度末に比べて2.1％増加し、96億96百万円となりました。これは、現金及び預金が２億40百

万円増加したこと等によります。（なお、現金及び預金の詳しい内容につきましては、「第５　経理の状況　２　

財務諸表等　(1)財務諸表　④キャッシュ・フロー計算書」をご参照ください。）

固定資産は、前事業年度末に比べて3.0％増加し、227億55百万円となりました。これは、建設協力金が２億26百

万円減少したものの、土地が９億94百万円増加したこと等によります。

この結果、総資産は、前事業年度末に比べて2.7％増加し、324億52百万円となりました。
　

（負債）

流動負債は、前事業年度末に比べて0.6％減少し、170億25百万円となりました。これは、未払法人税等が２億89

百万円、短期借入金が１億３百万円それぞれ増加したものの、設備関係支払手形が４億70百万円減少したこと等に

よります。

固定負債は、前事業年度末に比べて9.8％増加し、67億64百万円となりました。これは、長期借入金が７億円増加

したこと等によります。

この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて2.2％増加し、237億89百万円となりました。
 

（純資産）

純資産合計は、前事業年度末に比べて4.1％増加し、86億62百万円となりました。これは、繰越利益剰余金が３億

円増加したこと等によります。

　

（2）キャッシュ・フローの状況の分析

キャッシュ・フローの状況につきましては、「第２ 事業の状況　1 業績等の概要」に記載しております。

　

（3）経営成績の分析
　

①営業収益

当事業年度は、20店舗の改装等により営業収益は1,232億４百万円（前年同期比112.3％）となりました。その内

容は、売上高1,214億60百万円（前年同期比112.3％）、営業収入（主に不動産賃貸収入）17億43百万円（前年同期

比110.2％）であります。
　

②営業総利益、販売費及び一般管理費

営業総利益は、売上高が好調に推移したこと等により280億74百万円（前年同期比111.8％）となりました。

販売費及び一般管理費は、改装による一時的な費用の発生や、売上の伸長に伴う人件費の増加等により267億87百

万円（前年同期比111.8％）となりました。
　

③営業利益

営業利益は12億87百万円（前年同期比111.7％）となり、営業収益営業利益率は前年同期比0.1ポイント減の1.0％

となりました。
　

④営業外損益

営業外損益は、貸倒引当金戻入額23百万円、リサイクル材売却収入32百万円、受取利息17百万円等により営業外

収益が１億16百万円、支払利息65百万円等により営業外費用が95百万円となりました。その結果、経常利益は13億

９百万円（前年同期比107.4％）となりました。
　

⑤特別損失

特別損失は、減損損失３億97百万円の計上等により４億41百万円となり、税引前当期純利益が９億42百万円（前

年同期比119.1％）となりました。
　

⑥当期純利益

法人税、住民税及び事業税４億36百万円、法人税等調整額１億２百万円の計上により、当期純利益は４億３百万

円（前年同期比77.2％）となりました。
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第３ 【設備の状況】

 

１ 【設備投資等の概要】

当社は、親会社イオン株式会社を中心とする企業集団イオングループの中で、スーパーマーケット事業を営む企

業群の中に位置づけられており、北海道において、食料品・家庭用品の販売を主力とした小売業を営んでおりま

す。なお、当社はスーパーマーケット事業およびその付随業務の単一セグメントであるため、セグメント別の記載

を省略しております。

当事業年度において実施いたしました設備投資の総額は29億10百万円となりました。その主な内容は、既存20店

舗の改装等であります。

 

２ 【主要な設備の状況】

　 事業所別設備の状況

平成29年２月28日現在における各事業所別の設備、投下資本ならびに従業員の配置状況は次のとおりでありま

す。
　

地区
設備の
内容

帳簿価額(百万円)
従業員数
(人)建物及び

構築物
車両
運搬具

土地
(面積㎡)

工具、器具
及び備品

リース
資産

合計

石狩振興局
マックスバリュ
マルヤマクラス店
（札幌市）他41店舗

店舗 2,001 ―
3,139

（30,988.71）
〔340,179.49〕

729 4 5,875
294

〔1,771〕

胆振総合振興局
マックスバリュ新花園店
（苫小牧市）他７店舗

店舗 1,385 ―
278

（14,192.70）
〔92,076.84〕

319 ― 1,984
63

〔346〕

上川総合振興局
ザ・ビッグ宮前通店
（旭川市）他２店舗

店舗 122 ―
―

（―）
〔83,628.35〕

99　 ― 222
23

〔142〕

留萌振興局
マックスバリュ留萌店
（留萌市）１店舗

店舗 52 ―
―

（―）
〔25,743.00〕

12 ― 65
10

〔43〕

釧路総合振興局
ザ・ビッグ文苑店
（釧路市）他３店舗

店舗 293 ―
―

（―）
〔77,971.43〕

117 ― 410
23

〔190〕

後志総合振興局
マックスバリュ手宮店
（小樽市）他３店舗

店舗 257 ―
177

（11,453.55）
〔36,955.16〕

36 ― 470
37

〔168〕

空知総合振興局
マックスバリュ滝川店
（滝川市）他７店舗

店舗 706 0
131

（19,288.97）
〔121,109.00〕

148 ― 986
56

〔341〕

日高振興局
マックスバリュ静内店　
（新ひだか町）他１店舗

店舗 146 ―
291

（15,871.96）
〔15,424.86〕

25 2 465
18

〔76〕

渡島総合振興局
マックスバリュ堀川店
（函館市）他５店舗

店舗 204 ―
43

（1,009.98）
〔103,979.48〕

41 3 293
45

〔215〕

十勝総合振興局
マックスバリュ稲田店
（帯広市）他12店舗

店舗 706 ―
505

（22,148.32）
〔102,193.36〕

261 156 1,629
127

〔250〕

本社
（札幌市中央区）

事務所 70 5
160

（1,757.19）
〔―〕

32 ― 269
376

〔167〕

その他の設備
（札幌市豊平区他）

 187 ―
2,447

（90,012.95）
〔16,626.70〕

2 0 2,636
―

〔―〕

合計  6,135 5
7,175

（206,724.33）
〔1,015,887.67〕

1,825 167 15,309
1,072

〔3,709〕
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(注) １　金額には消費税等は含まれておりません。

２　従業員数の〔　〕は、臨時従業員数（年間の平均人数を１日８時間換算）を外書しております。

３　土地及び建物の一部を賃借しております。賃借料は29億18百万円であります。賃借している土地の面積につ

いては、〔　〕で外書しております。

４　その他の設備の内訳は次のとおりであります。
　

所在地 設備の内容
土地

建物
及び構築物

工具、器具
及び備品

リース資産

面積(㎡) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

札幌市北区 研修センター 4,297.66 133 119 2 ―

札幌市豊平区 出店予定地 5,199.66 898 ― ― ―

札幌市中央区 遊休資産 ― ― 14 ― ―

北海道滝川市 賃貸用店舗 ― ― 26 ― ―

北海道滝川市 遊休資産 3,841.05 34 ― ― ―

北海道苫小牧市 賃貸用土地 8,717.63 203 0 ― ―

北海道苫小牧市 遊休資産 15,364.46 244 ― ― ―

北海道函館市 出店予定地 8,908.37 564 2 ― 0

北海道旭川市 賃貸用店舗 ― ― 23 ― ―

北海道旭川市 出店予定地 9,137.00 210 ― ― ―

北海道帯広市 遊休資産 2,244.00 54 ― ― ―

北海道赤平市 遊休資産 32,303.12 103 ― ― ―

合計  90,012.95 2,447 187 2 0
 

　
５　リース契約による賃借設備のうち主なものは、次のとおりであります。

　

名称 リース期間
リース料

(年間)(百万円)
リース契約
残高(百万円)

備考

建物一式 20年 398 1,356
所有権移転外

ファイナンス・リース
 

 

 
３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

該当事項はありません。

 

(2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】
　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 27,000,000

計 27,000,000
 

　

② 【発行済株式】
　

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成29年２月28日)

提出日現在
発行数(株)

(平成29年５月19日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 6,941,350 6,941,350
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数
100株

計 6,941,350 6,941,350 ― ―
 

　

(2) 【新株予約権等の状況】

 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
 　

① 第３回新株予約権（第３回株式報酬型ストックオプション）

平成23年３月16日取締役会決議

 
事業年度末現在

(平成29年２月28日)
提出日の前月末現在
（平成29年４月30日）

新株予約権の数（個） 18 18

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）    1,800（注） 1,800

新株予約権の行使時の払込金額（円） １ 同左

新株予約権の行使期間
　平成23年５月１日～
平成38年４月30日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　1,323
資本組入額　　662

同左

新株予約権の行使の条件

①新株予約権を割り当てられ
た者（以下「新株予約権
者」という）は、権利行使
時においても当社の取締役
の地位にあることを要す
る。ただし、当社の取締役
を退任した場合であって
も、退任日から５年以内に
限って権利行使ができるも
のとする。

②新株予約権については、そ
の数の全数につき一括して
行使することとし、これを
分割して行使することはで
きないものとする。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡し、または
これを担保に供することはで
きない。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ―
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（注）当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。た

だし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につ

いて行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割（又は併合）の比率
 

　　当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしく

は吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株

式数の調整を行う。
　

② 第４回新株予約権（第４回株式報酬型ストックオプション）

平成24年３月14日取締役会決議

 
事業年度末現在

(平成29年２月28日)
提出日の前月末現在
（平成29年４月30日）

新株予約権の数（個） 27 27

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）    2,700（注） 2,700

新株予約権の行使時の払込金額（円） １ 同左

新株予約権の行使期間
　平成24年５月１日～
平成39年４月30日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　1,410
資本組入額　　706

同左

新株予約権の行使の条件

①新株予約権を割り当てられ
た者（以下「新株予約権
者」という）は、権利行使
時においても当社の取締役
の地位にあることを要す
る。ただし、当社の取締役
を退任した場合であって
も、退任日から５年以内に
限って権利行使ができるも
のとする。

②新株予約権については、そ
の数の全数につき一括して
行使することとし、これを
分割して行使することはで
きないものとする。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡し、または
これを担保に供することはで
きない。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ―
 

　
（注）当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。た

だし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につ

いて行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割（又は併合）の比率
 

　　当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしく

は吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株

式数の調整を行う。
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③ 第５回新株予約権（第５回株式報酬型ストックオプション）

平成25年４月９日取締役会決議

 
事業年度末現在

(平成29年２月28日)
提出日の前月末現在
（平成29年４月30日）

新株予約権の数（個） 27 27

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）    2,700（注） 2,700

新株予約権の行使時の払込金額（円） １ 同左

新株予約権の行使期間
　平成25年６月10日～
平成40年６月９日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　1,623
資本組入額　　812

同左

新株予約権の行使の条件

①新株予約権を割り当てられ
た者（以下「新株予約権
者」という）は、権利行使
時においても当社の取締役
の地位にあることを要す
る。ただし、当社の取締役
を退任した場合であって
も、退任日から５年以内に
限って権利行使ができるも
のとする。

②新株予約権については、そ
の数の全数につき一括して
行使することとし、これを
分割して行使することはで
きないものとする。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡し、または
これを担保に供することはで
きない。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ―
 

 

（注）当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。た

だし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につ

いて行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割（又は併合）の比率
 

　　当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしく

は吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株

式数の調整を行う。
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④ 第６回新株予約権（第６回株式報酬型ストックオプション）

平成26年４月８日取締役会決議

 
事業年度末現在

(平成29年２月28日)
提出日の前月末現在
（平成29年４月30日）

新株予約権の数（個） 68 68

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）    6,800（注） 6,800

新株予約権の行使時の払込金額（円） １ 同左

新株予約権の行使期間
　平成26年６月９日～
平成41年６月８日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　1,825
資本組入額　　913

同左

新株予約権の行使の条件

①新株予約権を割り当てられ
た者（以下「新株予約権
者」という）は、権利行使
時においても当社の取締役
の地位にあることを要す
る。ただし、当社の取締役
を退任した場合であって
も、退任日から５年以内に
限って権利行使ができるも
のとする。

②新株予約権については、そ
の数の全数につき一括して
行使することとし、これを
分割して行使することはで
きないものとする。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡し、または
これを担保に供することはで
きない。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ―
 

 

（注）当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。た

だし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につ

いて行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割（又は併合）の比率
 

　　当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしく

は吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株

式数の調整を行う。
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⑤ 第７回新株予約権（第７回株式報酬型ストックオプション）

平成27年４月９日取締役会決議

 
事業年度末現在

(平成29年２月28日)
提出日の前月末現在
（平成29年４月30日）

新株予約権の数（個） 68 68

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）    6,800（注） 6,800

新株予約権の行使時の払込金額（円） １ 同左

新株予約権の行使期間
　平成27年６月10日～
平成42年６月９日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　2,891
資本組入額　1,446

同左

新株予約権の行使の条件

①新株予約権を割り当てられ
た者（以下「新株予約権
者」という）は、権利行使
時においても当社の取締役
の地位にあることを要す
る。ただし、当社の取締役
を退任した場合であって
も、退任日から５年以内に
限って権利行使ができるも
のとする。

②新株予約権については、そ
の数の全数につき一括して
行使することとし、これを
分割して行使することはで
きないものとする。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡し、または
これを担保に供することはで
きない。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ―
 

　
（注）当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。た

だし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につ

いて行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割（又は併合）の比率
 

　　当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしく

は吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株

式数の調整を行う。
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⑥ 第８回新株予約権（第８回株式報酬型ストックオプション）

平成28年４月13日取締役会決議

 
事業年度末現在

(平成29年２月28日)
提出日の前月末現在
（平成29年４月30日）

新株予約権の数（個） 68 68

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）    6,800（注） 6,800

新株予約権の行使時の払込金額（円） １ 同左

新株予約権の行使期間
　平成28年６月10日～
平成43年６月９日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　2,877
資本組入額　1,439

同左

新株予約権の行使の条件

①新株予約権を割り当てられ
た者（以下「新株予約権
者」という）は、権利行使
時においても当社の取締役
の地位にあることを要す
る。ただし、当社の取締役
を退任した場合であって
も、退任日から５年以内に
限って権利行使ができるも
のとする。

②新株予約権については、そ
の数の全数につき一括して
行使することとし、これを
分割して行使することはで
きないものとする。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡し、または
これを担保に供することはで
きない。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ―
 

　
（注）当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。た

だし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につ

いて行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割（又は併合）の比率
 

　　当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしく

は吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株

式数の調整を行う。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成12年４月１日
～

　　平成13年３月31日(注)
1,278,000 6,941,350 63 1,176 31 1,206

 

 

(注)　北海道ジャスコ株式会社との合併によるもの

　合併登記日：平成12年10月２日

　合併比率：北海道ジャスコ株式会社の株式(１株の金額50千円)１株につき当社の株式710株の割合

 

(6) 【所有者別状況】

平成29年２月28日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況

(株)
政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数
(人)

― 11 ６ 140 ３ １ 3,627 3,788 ―

所有株式数
(単元)

― 7,304 ６ 50,293 23 １ 11,783 69,410 350

所有株式数
の割合(％)

― 10.52 0.01 72.46 0.03 0.00 16.98 100.00 ―
 

 

(注)　自己株式37,455株は、「個人その他」に374単元及び「単元未満株式の状況」に55株含めて記載しております。

 

(7) 【大株主の状況】

平成29年２月28日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

イオン株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５番地１ 3,985 57.42

マックスバリュ北海道共栄会 北海道札幌市中央区北８条西21丁目１番10号 387 5.59

株式会社北洋銀行 北海道札幌市中央区大通西３丁目７番地 339 4.88

イオンフィナンシャルサービス
株式会社

東京都千代田区神田錦町１丁目１番地 265 3.82

株式会社北海道銀行 北海道札幌市中央区大通西４丁目１番地 170 2.45

出戸一成 北海道札幌市中央区 140 2.02

マックスバリュ西日本株式会社 広島県広島市南区段原南１丁目３番52号 118 1.70

株式会社北陸銀行 富山県富山市堤町通り１丁目２番26号 106 1.53

出戸信成 北海道札幌市中央区 62 0.91

イオンディライト株式会社 大阪府大阪市中央区南船場２丁目３番２号 59 0.85

計 － 5,634 81.17
 

　
(注)　上記のほか当社所有の自己株式37千株（0.54％）があります。
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(8) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成29年２月28日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式　 37,400

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式
 　　　6,903,600

69,036 ―

単元未満株式 普通株式　 　 350 ― ―

発行済株式総数  6,941,350 ― ―

総株主の議決権 ― 69,036 ―
 

 

(注)　「単元未満株式数」の欄には、当社所有の自己株式55株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成29年２月28日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
マックスバリュ北海道
株式会社

札幌市中央区北８条西21丁
目１番10号

37,400 ― 37,400 0.54

計 ― 37,400 ― 37,400 0.54
 

 

(9) 【ストックオプション制度の内容】

当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法に基づき新株予

約権を発行する方法によるものであります。
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① 第３回株式報酬型ストックオプション

平成23年３月16日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日 平成23年３月16日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役６名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数（株） 7,600（注）

新株予約権の行使時の払込金額（円） １

新株予約権の行使期間 平成23年５月１日～平成38年４月30日

新株予約権の行使の条件

①新株予約権を割り当てられた者（以下、「新株予約権者」という）
は、権利行使時においても当社の取締役の地位にあることを要する。
ただし当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から５年以内
に限って権利行使ができるものとする。

②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することと
し、これを分割して行使することはできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項

―
 

　
（注）当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただ

し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につい

て行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率
 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割も

しくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める

株式数の調整を行う。
　

② 第４回株式報酬型ストックオプション

平成24年３月14日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日 平成24年３月14日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役６名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数（株） 7,600（注）

新株予約権の行使時の払込金額（円） １

新株予約権の行使期間 平成24年５月１日～平成39年４月30日

新株予約権の行使の条件

①新株予約権を割り当てられた者（以下、「新株予約権者」という）
は、権利行使時においても当社の取締役の地位にあることを要する。
ただし当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から５年以内
に限って権利行使ができるものとする。

②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することと
し、これを分割して行使することはできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項

―
 

　
（注）当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただ

し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につい

て行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率
 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割も

しくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める

株式数の調整を行う。

EDINET提出書類

マックスバリュ北海道株式会社(E03250)

有価証券報告書

25/85



 

③ 第５回株式報酬型ストックオプション

平成25年４月９日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日 平成25年４月９日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役５名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数（株） 4,900（注）

新株予約権の行使時の払込金額（円） １

新株予約権の行使期間 平成25年６月10日～平成40年６月９日

新株予約権の行使の条件

①新株予約権を割り当てられた者（以下、「新株予約権者」という）
は、権利行使時においても当社の取締役の地位にあることを要する。
ただし当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から５年以内
に限って権利行使ができるものとする。

②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することと
し、これを分割して行使することはできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項

―
 

 
（注）当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただ

し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につい

て行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率
 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割も

しくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める

株式数の調整を行う。
　

④ 第６回株式報酬型ストックオプション

平成26年４月８日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日 平成26年４月８日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役７名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数（株） 7,700（注）

新株予約権の行使時の払込金額（円） １

新株予約権の行使期間 平成26年６月９日～平成41年６月８日

新株予約権の行使の条件

①新株予約権を割り当てられた者（以下、「新株予約権者」という）
は、権利行使時においても当社の取締役の地位にあることを要する。
ただし当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から５年以内
に限って権利行使ができるものとする。

②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することと
し、これを分割して行使することはできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項

―
 

　
（注）当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただ

し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につい

て行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率
 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割も

しくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める

株式数の調整を行う。
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⑤ 第７回株式報酬型ストックオプション

平成27年４月９日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日 平成27年４月９日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役６名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数（株） 6,800（注）

新株予約権の行使時の払込金額（円） １

新株予約権の行使期間 平成27年６月10日～平成42年６月９日

新株予約権の行使の条件

①新株予約権を割り当てられた者（以下、「新株予約権者」という）
は、権利行使時においても当社の取締役の地位にあることを要する。
ただし当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から５年以内
に限って権利行使ができるものとする。

②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することと
し、これを分割して行使することはできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項

―
 

　
（注）当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただ

し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につい

て行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率
 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割も

しくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める

株式数の調整を行う。
　

⑥ 第８回株式報酬型ストックオプション

平成28年４月13日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日 平成28年４月13日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役６名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数（株） 6,800（注）

新株予約権の行使時の払込金額（円） １

新株予約権の行使期間 平成28年６月10日～平成43年６月９日

新株予約権の行使の条件

①新株予約権を割り当てられた者（以下、「新株予約権者」という）
は、権利行使時においても当社の取締役の地位にあることを要する。
ただし当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から５年以内
に限って権利行使ができるものとする。

②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することと
し、これを分割して行使することはできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項

―
 

　
（注）当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただ

し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につい

て行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率
 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割も

しくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める

株式数の調整を行う。
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⑦ 第９回株式報酬型ストックオプション

平成29年４月12日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日 平成29年４月12日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役４名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数（株） 5,000（注）

新株予約権の行使時の払込金額（円） １

新株予約権の行使期間 平成29年６月10日～平成44年６月９日

新株予約権の行使の条件

①新株予約権を割り当てられた者（以下、「新株予約権者」という）
は、権利行使時においても当社の取締役の地位にあることを要する。
ただし当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から５年以内
に限って権利行使ができるものとする。

②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することと
し、これを分割して行使することはできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項

―
 

　
（注）当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただ

し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につい

て行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率
 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割も

しくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める

株式数の調整を行う。
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２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第７号による普通株式の取得
 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

　

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（千円）

当事業年度における取得自己株式 79 233

当期間における取得自己株式 ― ―
 

（注）当期間における取得自己株式には、平成29年５月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取に

よる株式数は含めておりません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
　

区分
当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(百万円)
株式数(株)

処分価額の総額
(百万円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

― ― ― ―

その他（新株予約権の権利行使） 1,300 ２ ― ―

保有自己株式数 37,455 ― 37,455 ―
 

 

（注）当期間における保有自己株式数には、平成29年５月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

による株式数は含めておりません。

 

３ 【配当政策】

当社の利益配分に関する基本方針は、自己資本比率および資本効率の向上を追求し財務基盤の充実を進めなが

ら、株主利益の最大化を目指し、配当性向30％を目安に業績に応じて安定的、継続的に株主配当を実施してまいり

ます。

内部留保の使途につきましては、店舗の新設、改装およびシステム投資、教育投資等に活用し、事業基盤の強化

と更なる業容の拡大につなげてまいります。

この基本方針に基づき、当期の剰余金の配当は平成29年４月12日開催の取締役会決議により、普通配当１株当た

り17円とさせていただきます。また、次期の１株当たりの配当金につきましては20円を予定しております。

なお、当社は、毎年２月末日を基準日とする年１回の期末配当を行うこと、また、毎年８月31日を基準日とする

中間配当を行うことができる旨定款に定めております。当社は、会社法第459条第１項の規定に基づき、剰余金の

配当等を取締役会の決議をもって行うことができる旨定款に定めております。

今後も引き続き、株主さまに対する利益還元の増進を念頭において、積極的かつ堅実な経営をしていく所存で

す。

(注)　基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日 配当金の総額（百万円） １株当たりの配当額（円）

平成29年４月12日
取締役会決議

117 17
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４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

 

回次 第52期 第53期 第54期 第55期 第56期

決算年月 平成25年２月 平成26年２月 平成27年２月 平成28年２月 平成29年２月

最高(円) 1,850 2,040 3,475 3,665 3,275

最低(円) 1,383 1,611 1,811 2,719 2,750
 

 

(注) 株価は、平成25年７月15日以前は大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)におけるものであり、平成25年

７月16日以降は東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)におけるものであります。

 

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

 

月別
平成28年
９月

10月 11月 12月
平成29年
１月

２月

最高(円) 3,100 3,250 3,190 3,155 3,210 3,275

最低(円) 2,921 3,115 3,060 3,045 3,055 3,020
 

 

(注)　株価は、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)におけるものであります。
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５ 【役員の状況】

男性９名　女性２名　（役員のうち女性の比率18％）

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(百株)

代表取締役 社長 出　戸　信　成 昭和40年11月１日生

平成６年４月 当社入社

(注)3 629

平成11年６月 当社取締役総合企画室長兼監査室長

平成14年２月 当社常務取締役営業本部副本部長兼商

品部長

平成15年４月 当社常務取締役管理本部長

平成20年４月 当社常務取締役経営管理・人事・総務

担当兼人事本部長

平成24年２月 当社取締役開発本部長

平成24年11月 当社代表取締役社長兼開発本部長

平成25年５月 当社代表取締役社長

平成25年11月 ㈱いちまる取締役

平成26年４月 当社代表取締役社長兼営業統括本部長

平成27年３月 当社代表取締役社長兼ＳＭ統括本部長

平成28年３月 当社代表取締役社長（現任）

取締役
開発本部長

兼
建設部長

水　谷　和　彦 昭和35年３月19日生

昭和59年３月 ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社

(注)3 10

平成５年３月 北海道ジャスコ㈱（現マックスバリュ

北海道㈱）出向

平成14年４月 当社開発部長

平成23年６月 当社開発統括部長兼開発部長

平成24年２月 当社開発不動産部長

平成25年５月 当社取締役開発本部長兼開発不動産部

長

平成26年11月 当社取締役開発本部長兼開発不動産部

長兼建設・メンテナンス部長

平成28年３月 当社取締役開発本部長兼開発不動産部

長兼建設部長

平成28年８月 当社取締役開発本部長兼建設部長（現

任）
  

取締役

人事総務本部長
兼

人事教育部長
兼

コンプライアンス
担当

玉　生　澄　絵 昭和36年７月12日生

平成７年８月 北海道ジャスコ㈱（現マックスバリュ

北海道㈱）入社

(注)3 ３

平成14年４月 当社手宮店販売課長

平成15年７月 当社小樽店店長

平成16年４月 当社手宮店店長

平成21年４月 当社道央第三運営部長

平成24年２月 当社人事教育部長

平成25年５月 当社取締役人事総務本部長兼人事教育

部長

平成28年４月 当社取締役人事総務本部長兼人事教育

部長兼コンプライアンス担当（現任）

取締役 ＳＭ統括部長 鈴 木 秀 康 昭和29年９月10日生

平成20年４月 当社入社

(注)3 10

平成20年４月 当社取締役広域運営部長

平成21年４月 当社ストアサポート部長

平成21年８月 当社店舗統括部運営部長

平成23年５月 当社店舗サポート部運営部長

平成24年９月 当社ＳＭ統括部運営部長

平成26年４月 当社営業統括本部営業統括部長兼道北

運営部長

平成27年３月 当社ＳＭ統括部長

平成29年５月 当社取締役ＳＭ統括部長（現任）

取締役 経営管理本部長 石　橋　孝　浩 昭和35年３月26日生

昭和57年４月 ㈱伊勢甚（現イオン㈱）入社

(注)3 ―

平成20年12月 イオンリテール㈱コントロール部長

平成22年９月 同社経営企画部長

平成25年９月 ㈱ダイエー経営管理部長

平成26年９月 同社経営企画部長

平成27年９月 同社ＳＭ再編推進チームリーダー

平成28年４月 イオン㈱ＳＭ・ＤＳ事業担当付

平成28年５月 マックスバリュ東海㈱監査役（現任）

平成29年３月 当社経営管理副本部長

平成29年５月 当社取締役経営管理本部長（現任）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(百株)

取締役
(注)１

― 林 　美 枝 子 昭和31年６月19日生

平成９年４月 札幌国際大学人文学部国際文化学科助

教授

(注)3 ―

平成11年４月 同大学大学院地域社会研究科兼担助教

授

平成18年４月 同大学人文学部現代文化学科教授

平成26年４月 日本医療大学保健医療学部看護学科教

授（現任）

平成28年５月 当社取締役（現任）

取締役
(注)１

― 水　野　克　也 昭和47年７月25日生

平成15年１月 公認会計士・税理士川崎毅一郎事務所

入所

(注)3 ―

平成15年７月 川崎・水野公認会計士共同事務所（現

川崎・水野・桶谷公認会計士共同事務

所）開設

平成15年７月 税理士法人札幌中央会計設立 代表社

員（現任）

平成28年５月 当社取締役（現任）

常勤監査役
(注)2

― 福　岡　眞　人 昭和29年12月５日生

昭和53年３月 ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社

(注)6 ―

平成６年９月 同社経営管理部マネージャー

平成９年３月 同社グループ経営計画部マネージャー

平成14年２月 同社コントロール部次長

平成18年４月 同社ＭＶ経営企画部マネージャー

平成20年４月 ㈱光洋取締役経営管理本部長

平成27年５月 当社監査役（現任）

平成27年５月 イオン北海道㈱監査役（現任）

監査役

(注)2
― 橋　本　昭　夫 昭和18年２月28日生

昭和44年４月 日本弁護士連合会弁護士登録

(注)4 １

平成８年４月 札幌弁護士会会長

平成９年４月 北海道弁護士会連合会理事長

平成９年12月 札幌市監査委員

平成11年４月 日本弁護士連合会副会長

平成12年４月 空知炭礦㈱代表取締役社長（現任）

平成12年10月 当社監査役（現任）

監査役
(注)2

― 吉　岡　征　雄 昭和19年３月４日生

昭和42年４月 東京地方検察庁検事

(注)6 ―

平成３年４月 横浜地方検察庁総務部長

平成５年４月 東京高等検察庁検事

平成５年12月 広島地方検察庁次席検事

平成９年４月 旭川地方検察庁検事正

平成10年６月 最高検察庁検事

平成11年９月 宇都宮地方検察庁検事正

平成12年９月 広島地方検察庁検事正

平成13年８月 彩北法律事務所弁護士（現任）

平成23年４月 当社監査役（現任）

平成23年５月 イオン北海道㈱監査役（現任）

監査役
(注)2

― 後　藤　鉄　朗 昭和27年10月２日生

昭和51年４月 ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社

(注)5 ―

平成13年10月 同社大和鶴間店店長

平成19年４月 同社マックスバリュ事業本部東海事業

部長

平成21年５月 マックスバリュ東海㈱取締役

平成22年３月 同社第二店舗統括本部長

平成23年３月 同社コンプライアンス統括本部長兼コ

ンプライアンス推進部長

平成24年３月 同社総務本部長兼総務部長

平成25年５月 当社監査役（現任）

平成25年５月 マックスバリュ東北㈱監査役（現任）

計 653
 

　
(注)1 取締役 林 美枝子及び取締役 水野克也は、「社外取締役」であります。

2 監査役 福岡眞人、橋本昭夫、吉岡征雄及び後藤鉄朗は、「社外監査役」であります。

3 平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 平成28年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 平成27年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

①  企業統治の体制

１．企業統治の体制

・当社は監査役設置会社であります。当社は、監査役会を設置し、社外監査役を含めた監査役による監査体制が

経営監視機能として有効であると判断し、監査役設置会社形態を採用しております。

・当社の基本的な経営管理組織として、取締役会、事業戦略会議、経営会議、業務執行決定会議、コンプライア

ンス委員会があります。

・取締役会は、取締役７名（うち、社外取締役２名）で構成され、原則毎月１回開催される定例取締役会のほ

か、必要に応じ臨時取締役会を開催し、経営の基本方針、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決

定するとともに、取締役の職務執行状況を監督しております。

・事業戦略会議は、常勤の取締役・監査役および本社の主要部署長が参加し、取締役会上程議案、戦略的課題お

よびその他課題を審議・検討することを中心に原則毎月１回開催しております。

・経営会議は、常勤の取締役・監査役、監査室長および本社の主要部署長が参加し、経営課題や全社的執行方針

について審議、検討、報告することを中心に毎月１回から２回開催しております。

・業務執行決定会議は、常勤の取締役・監査役・監査室長および本社の主要部署長が参加し、業務執行の月度の

反省の場として原則毎月１回開催しております。

・コンプライアンス委員会は、代表取締役社長を委員長とし、常勤の取締役・監査役・監査室・各部署長が参加

し、内部監査の状況、リスクおよびコンプライアンスに係る施策・整備・運用状況を審議することを中心に原

則月１回開催しております。

・監査役４名（いずれも社外監査役）は、取締役会への出席および取締役からの職務執行の聴取や監査室との情

報収集のほか、重要な書類の閲覧等により、経営に関する監視、監査機能を果たしております。

・監査役会は、監査役４名（いずれも社外監査役）で構成され、公正、客観的な監査を行うことを目的に原則毎

月１回開催しております。

・会計監査人には、有限責任監査法人トーマツを選任し、会計監査を委託しております。顧問弁護士につきまし

ては、法律問題が生じたときには、随時確認しアドバイスを受ける体制をとっております。また、金融商品取

引法に基づく内部統制評価のため、監査室に内部統制グループを設置しております。

・当社は、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役２名、社外監査役２名との間において、会社法第423条第

１項の損害賠償責任について職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは会社法第425条第１項各号

の額の合計額を限度とする契約を締結しております。

EDINET提出書類

マックスバリュ北海道株式会社(E03250)

有価証券報告書

33/85



 

＜当社のコーポレート・ガバナンスおよび内部管理体制の概要＞

 

 

２．内部統制システムの基本方針

（1）当社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

　① 当社は、イオンの「お客さま中心」の基本理念および平成15年４月に制定されたグループ共有の行動規範で

ある「イオン行動規範」を取締役および使用人のすべての行動の基本とし、企業の社会的責任を果たすた

め、法令・企業倫理および社会規範等を遵守尊重するよう社内に周知徹底する。

　② 当社は代表取締役社長を委員長とし、取締役、監査役、監査室、各部署長などを委員とする「コンプライア

ンス委員会」を設置し、「イオン行動規範」、「法令」等の遵守およびコンプライアンスに係る施策・整

備・運用状況の審議など、コンプライアンス体制の監視・検証を定期的に行うとともに、その活動状況を月

次ごとに取締役会に報告する。また、取締役の中よりコンプライアンスの責任者を任命し、当社のコンプラ

イアンス体制の整備および問題点の解決に努める。

　③ 当社は、コンプライアンス意識の徹底・向上のため、従業員に対してコンプライアンス教育・研修を継続的

に行う。

　④ 当社は、人事総務本部に内部通報制度窓口を設置するとともに、外部情報収集を定期的に実施し、法令およ

び定款の違反行為等を予防・早期発見し、迅速かつ効果的な対応を図るとともに、コンプライアンスに関す

る従業員の声を経営に反映させる。なお、違反行為が発生した場合には、迅速に情報を把握し、懲戒規定に

基づき厳正に処分する。また、必要に応じ外部の弁護士、公認会計士などの専門家を起用し、法令違反行為

を未然に防止、かつそのために必要な措置を実施する。

　⑤ 当社の取締役会は、定期的に内部統制システムの有効性監査の報告を受けるとともに、コンプライアンス体

制の問題の把握と整備に努める。

 ⑥ 当社の監査役は、監査役会規則に基づき、取締役の職務執行について定期的な監査を実施し取締役会決議の

内容ならびに取締役が行う内部統制システムの構築・運用の状況を監視・検証し、適時に助言・勧告等の意

見の表明、取締役の行為の差止めなどを講じる。

 ⑦ 当社の取締役が当社の他の取締役の法令・定款違反等の行為を発見した場合は直ちに監査役会および取締役

会に報告するなどのガバナンス体制を構築する。

 ⑧ 当社は、財務報告の信頼性を確保するために、金融商品取引法その他の関連法令に従い、財務報告に係る内

部統制の体制を構築し、整備および運用状況の有効性評価を実施する。

 ⑨ 当社の取締役は、社会秩序や健全な企業活動を阻害するおそれのある反社会的勢力との一切の関係を遮断

し、反社会的勢力との接触を未然に回避するとともに、万一それらの勢力からの不当な要求を受けた場合に

は、警察・弁護士等の外部関連機関と連携し、組織全体として毅然とした態度で法的手段対応を行う。
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 (2) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

　① 当社の取締役は、その職務の執行に係る以下の文書（電磁的記録を含む。以下同じ。）、その他法令に基づ

き作成される文書は法令に基づき適切に作成、保存され、その他重要な情報は、社内規程に基づき、それぞ

れの担当職務に従い適切に保存し管理する。

イ　株主総会議事録と関連資料

ロ　取締役会議事録と関連資料

ハ　取締役が主催するその他の重要な会議の議事録または経過の記録

ニ　取締役が決定者とする稟議書類

ホ　その他取締役の職務の執行に関する重要な文書

　② 業務執行取締役は、その職務の執行に係る上記①に定める文書を社内規程に従い、定められた期間保管す

る。また、取締役および監査役が必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。

 ③ 内部者取引防止規程の下に、経営管理本部が情報管理を行う。

 ④ 当社は、経営企画部内に会社の重要な情報の適時開示およびその他の開示を所管する部署を管理する部署を

設置するとともに、取締役は、開示すべき情報を迅速かつ網羅的に収集した上で、法令等に従い適切に開示

する。

 ⑤ 個人情報保護および営業秘密管理に関連する規程を整備し、個人情報および重要な営業秘密を適切かつ安全

に保存し管理する。
 

 (3) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　① 当社の取締役は、当社の事業活動に関するリスクを定期的に、また必要に応じて把握・評価し、毎年の経営

計画に適切に反映する。

　② 当社はリスクマネジメント規程を制定し、想定されるリスクに応じた有事に備えるとともに、有事が発生し

た場合には、当該規程に従い迅速かつ適切に対応する。

　③ 当社は、以下の運営リスクにおける事業の継続を確保するための態勢を整備する。

イ　地震、洪水、火災、事故などの災害により重大な損失を被るリスク

ロ　取締役および使用人の不適切な業務執行により販売活動に重大な支障を生じるリスク

ハ　基幹ITシステムが正常に機能しないことにより重大な損害を被るリスク

ニ　その他、取締役会がきわめて重大と判断するリスク

　④ 当社は、各事業部門を担当する取締役および部室長は、それぞれの部門に係るリスク管理を行う。また、人

事総務本部長は統括的に全社的なリスク管理を行い、リスク管理の状況を取締役会に定期的に報告する。

　⑤ 当社は災害、環境等に係るリスクへの対応については、一元的に総務部が統括し、業務手順書の制定、マ

ニュアルの作成・配布および教育・研修を継続的に実施し全従業員へ周知徹底する。
 

（4）当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　① 当社は業務の有効性および効率性を図る観点から、当社の経営に係る重要事項については社内規程に従い、

各部門の会議、事業戦略会議等の審議を経て、取締役会において決定する。

　② 当社の取締役会等での決定に基づく業務執行は、代表取締役社長の下、各部署の長が迅速に遂行する。あわ

せて、内部牽制機能の確立を図るため、「組織および職務分掌規程」、「職務責任権限規程」を定め、それ

ぞれの組織権限や実行責任者を明確化し、適切な業務手続きが行われるようにする。

　③ 当社の会社方針に基づいて事業活動が適正に運営されているか監査室が定期的に監査し、取締役および経営

幹部に報告する。必要ある場合は、担当する取締役および経営幹部は是正処置を講ずる。
 

（5）当社ならびに親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　① 当社は、イオングループが定期的に主催する分野別部門長会議に参加し、法改正の動向と対応策および業務

効率化に資する有益なベストプラクティス等の情報を積極的に有効活用する。ただし、独立性の観点から具

体的対応の決定については、当社の事情に応じて当社が自主決定する。

　② 当社は、親会社の内部監査部門の定期的監査を受け入れ、コンプライアンス遵守状況等に係る報告等を適宜

受けとり、コンプライアンス体制を強化する体制をとっている。

 ③ 親会社および親会社グループとの賃貸借契約・業務委託契約やプライベート商品等の売買取引等利益相反取

引については、一般取引条件と同様に交渉の上決定する。また、それらの取引等の適切性・適法性を定期的

に審議・検討の上、取締役会で決議・報告する。
 

EDINET提出書類

マックスバリュ北海道株式会社(E03250)

有価証券報告書

35/85



（6）当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項なら

びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

　① 監査役がその業務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、その業務に限定した期間、必要な員数およ

び求められる資質について、監査役と協議のうえ、適任と認められる人員を配置する。

　② 監査役の補助業務にあたる者は、その間は業務執行者から独立し監査役の指示に従い職務を行うものとす

る。

　③ 監査役がその業務を補助すべき使用人を選定した場合、その使用人の独立性を確保するため、監査役は補助

使用人の権限、属する組織、指揮命令権、人事異動および人事評価等人事権に係る事項の決定には事前に監

査役の意見を聴取し、これを尊重する。

 ④ 監査役がその業務を補助すべき使用人を選定した場合、その使用人の独立性を確保するため、監査役は補助

使用人の権限、属する組織、指揮命令権、人事異動および人事評価等人事権に係る事項の決定には事前に監

査役の意見を聴取し、これを尊重する。
 

 

（7）当社の取締役および使用人が当社の監査役に報告をするための体制その他の当社監査役への報告に関する体

制

　① 当社の取締役および使用人は、監査役に対して、次の事項を報告する。

イ　当社に関する経営・財務・事業遂行上の重要事実の速やかな報告

ロ　内部統制システムの整備状況の定期的な報告

ハ　コンプライアンス体制やリスクマネジメントに関する事項の定期的な報告　

ニ　内部通報の状況および事案の内容の速やかな報告

ホ　会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項の速やかな報告

へ　法令・定款違反事項の速やかな報告　

ト　業務監査による業務監査結果の定期的な報告　

チ　その他監査役がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項の速やかな報告

　② 報告の方法（報告者、報告受領者、電話・書面・電子メール等の伝達方法等）については、取締役と監査役

との協議により決定するものとする。
 

（8）上記(7)の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体

制

　① 就業規則および内部通報者保護に関わる規定において、従業員が、監査役への報告または内部通報窓口への

通報により、人事上の一切の不利益扱いを受けることがなく、懲戒その他の不利益処分の対象となることが

ないことを明示的に定める。また、懲戒規定により内部通報者への報復行為が行われた場合の厳罰処分が定

められている。

　② 監査役は、取締役または使用人から得た情報について、第三者に対する報告義務を負わない。

　③ 監査役は、報告した使用人の異動、人事評価および懲戒等に関して、取締役にその理由の開示を求めること

ができる。

 ④ コンプライアンス担当は、従業員に対する教育、研修の機会を通じて、従業員が、不利益扱いを懸念して取

締役への報告または内部通報窓口への通報を思いとどまることがないよう、啓蒙に努める。

 ⑤ 内部監査室は、内部監査に際して、上記①および④の運用が徹底されているかにつき、定期的に検証する。
 

（9）当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務執行について生

ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

　  当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払等の請求をした

ときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でな

いと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
　

(10) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

 ① 当社の監査役は、取締役会その他の重要会議に出席し、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握

するとともに、必要な意見を述べることができる。

 ② 当社の監査役は、当社の代表取締役社長および取締役ならびに会計監査人と会社の課題、リスク、監査環境

の整備、監査上の重要課題について、それぞれ定期的に意見の交換を行う。
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 ③ 当社の監査室は、当社の監査役との間で定期的に会合を持ち、内部監査結果について協議および意見交換す

るなど、密接な情報交換および連携を図る。

 ④ 当社の監査役は、監査の実施に当たり、必要と認める場合は、弁護士、公認会計士等の監査業務に関する助

言を受けることができる。
 
(11) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

 ① コンプライアンスに関する取組み

 当社では、代表取締役社長を委員長として、コンプライアンス担当役員を置き、取締役、監査役、監査

室、各部署長などを委員とする「コンプライアンス委員会」を毎月１回開催し、必要に応じて、社会問題と

なっている法令違反の事例等をもとに社内教育を行っております。また、内部監査室による店舗業務監査、

本社監査等の報告ならびに監査結果に対する対応検討を行っております。さらに企業倫理の向上のためにイ

オングループの行動規範である「イオン行動規範」研修を年１回開催し、従業員の倫理意識向上を図ってお

ります。

 ② リスク管理体制に関する取組み

　当社では、総務部が主管となり、事業活動に係るリスクを毎年評価し、潜在的リスクについては分類、整

理し、優先順位付けした上で対応を検討しております。事故、災害等の発生については、毎月１回主要会議

の場で報告検討され、取締役会に報告しております。

 ③ 職務執行の適正および効率性の確保の取組み

　取締役会は社外取締役２名を含む取締役６名（平成29年２月28日現在）で構成され、社外監査役４名が出

席し、毎月１回、また、必要に応じて臨時で開催しております。当事業年度におきましては計16回開催して

おり、各議案の審議、取締役の業務執行の監督を行っております。審議内容は担当取締役、社長が指名する

者により構成された主要会議で事前に協議されており、職務執行の適正性、効率性を確保しております。

　④ 監査役の監査体制

　監査役は、監査役会を毎月開催し取締役会に出席し、常勤監査役は社内の主要な会議体に出席し重要な意

思決定に関して必要に応じて意見を述べております。また、取締役、会計監査人と会社の重要課題やリスク

等に関して定期的に意見交換を行っており、情報の共有を図っております。監査役の業務を補助するものと

して内部監査室が担当しており、監査役会に出席し監査役業務の円滑な遂行ができる体制となっておりま

す。

 
②  内部監査および監査役監査

当社の内部監査体制は、内部監査部門として監査室（８名）を設置し、会社法および金融商品取引法上の内部

統制システムの整備・改善および業務の遂行が、各種法令や、当社の各種規程類および経営計画等に準拠して実

施されているか、効果的、効率的に行われているか等について調査・チェックし、指導・改善に向けた内部監査

を行っております。

監査役監査につきましては、常勤監査役１名、非常勤監査役３名、計４名（いずれも社外監査役）体制で行

なっております。取締役会をはじめその他重要な会議に出席するほか、取締役の職務執行の適法性、財産の状況

等取締役の業務全般について監査を行っています。

監査役会、監査室および会計監査人は意見交換等により相互の連携を図りながら、監査の質的向上を図っており

ます。

　

③ 社外取締役および社外監査役

イ　社外取締役および社外監査役の員数

当社の社外取締役は２名、社外監査役は４名であります。
　

ロ　各社外取締役および社外監査役につき、提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関

係

社外取締役林美枝子氏および社外取締役水野克也氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係そ

の他の利害関係はありません。

社外監査役福岡眞人氏および吉岡征雄氏が監査役を務めるイオン北海道株式会社は、当社の兄弟会社であ

り、店舗の賃貸等の取引があります。
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社外監査役後藤鉄朗氏が監査役を務めるマックスバリュ東北株式会社は、当社の兄弟会社でありますが、当

社と同社との間に取引関係はありません。

社外監査役橋本昭夫氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありませ

ん。
　

ハ　社外取締役または社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能および役割

当社は、コーポレート・ガバナンスの強化充実を経営上の重要な課題の一つとして位置づけており、各監査

役は経営者から一定の距離をおいた立場で取締役会に参加し、取締役の業務執行の状況について具体的で詳細

な説明を求めることにより、経営監視の有効性を高めております。
　

ニ　社外取締役または社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針の内容

当社では、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針はないものの、選

任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、豊富な知識、経験に基づ

き客観的な視点から当社の経営等に対し、適切に意見を述べて頂ける方に就任をお願いいたしております。な

お、社外取締役林美枝子氏、水野克也氏および社外監査役吉岡征雄氏は、東京証券取引所が指定を義務付ける

一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
　

ホ　社外取締役または社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方

当社は、社外監査役が独立・公正な立場で取締役の職務執行に対する検証を行う等、客観性および中立性を

確保したガバナンスを確立しており、ステークホルダーから負託を受けた実効性の高い経営監視が有効に機能

しているものと判断しております。
　

ヘ　社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並

びに内部統制部門との関係

社外監査役は監査室および会計監査人との意見交換等により相互の連携を図りながら、監査の質的向上を

図っております。

　

④  役員の報酬等

イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
　

役員区分
報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円) 対象となる
役員の員数

(名)基本報酬
ストック
オプション

賞与 退職慰労金

取締役
(社外取締役を除く。)

74 54 15 ４ ― ６

監査役
(社外監査役を除く。)

― ― ― ― ―　 ―

社外役員 24 24 ― ― ― ６
 

 

（注）１　取締役の報酬限度額は平成19年６月15日開催の第46期定時株主総会において年額270百万円以内（うち金銭

報酬240百万円、株式報酬型ストックオプション公正価値分30百万円）と決議いただいております。

２　監査役の報酬限度額は平成19年６月15日開催の第46期定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただ

いております。

３　ストックオプションおよび賞与は、当事業年度に費用処理した金額であります。
　

ロ  提出会社の役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
　

ハ  使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

該当事項はありません。
　

ニ  役員の報酬等の額の決定に関する方針

当社の取締役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、各取締役の職責および

経営への貢献度に応じた報酬と、役位に応じた報酬、また、会社業績や各取締役の成果に連動して算定する報

酬とを組み合わせて算定することを基本としております。監査役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度

額の範囲内において、常勤監査役と非常勤監査役の別、業務の分担等を勘案し、監査役の協議により決定して

おります。
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⑤  株式の保有状況

イ  保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数                  　     ４銘柄

貸借対照表計上額の合計額   　164百万円
　

ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額および保有

目的

（前事業年度）

　特定投資株式

銘柄
株式数
(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

保有目的

株式会社北洋銀行 190,250 53 取引関係等の円滑化のため

株式会社ほくほくフィナンシャルグ
ループ

280,000 47 取引関係等の円滑化のため

株式会社ダイイチ 44,400 43 業界動向等の情報収集のため

マックスバリュ東北株式会社 12,000 13 業界動向等の情報収集のため

北雄ラッキー株式会社 10,000 5 業界動向等の情報収集のため

第一生命保険株式会社 300 0 取引関係等の円滑化のため
 

　
(注)　北雄ラッキー株式会社、第一生命保険株式会社は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の１以下であります

が、上位６銘柄について記載しております。
　

（当事業年度）

　特定投資株式

銘柄
株式数
(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

保有目的

株式会社北洋銀行 190,250 88 取引関係等の円滑化のため

株式会社ほくほくフィナンシャルグ
ループ

28,000 55 取引関係等の円滑化のため

マックスバリュ東北株式会社 12,000 14 業界動向等の情報収集のため

北雄ラッキー株式会社 10,000 5 業界動向等の情報収集のため
 

　
(注)１　北雄ラッキー株式会社は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の１以下でありますが、上位４銘柄につい

て記載しております。

２　株式会社ほくほくフィナンシャルグループは、平成28年10月１日付で10株を１株の併合比率で株式併合して

おります。
　

ハ  保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

　

⑥  会計監査の状況

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、松村浩司氏および香川順氏であり、それぞれ有限責任監査法人

トーマツに所属しております。なお、監査年数は両者とも７年を経過していないため、記載を省略しておりま

す。また、当事業年度の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他７名であります。

　

⑦ 取締役会で決議できる株主総会決議事項

イ 剰余金の配当等

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定められた事項について、法令に別段の定めがある場

合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨、また、それを株主総会によっては定めな

い旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的

な利益還元を行うことを目的とするものです。
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ロ 自己の株式の取得

当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することが出来る

旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策遂行のためであります。

　

⑧ 取締役の定数

当社の取締役は15名以内とする旨を定款で定めております。

　

⑨ 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席

し、その議決権の過半数をもって行う旨および選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。

　

⑩ 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第２項に定める特別決議について、議

決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上を

もって行う旨を定款で定めております。

　

(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
　

前事業年度 当事業年度

監査証明業務に基づく報酬
(百万円)

非監査業務に基づく報酬
(百万円)

監査証明業務に基づく報酬
(百万円)

非監査業務に基づく報酬
(百万円)

45 １ 31 ―
 

　
② 【その他重要な報酬の内容】

（前事業年度）

　　該当事項はありません。

 
（当事業年度）

　　該当事項はありません。

 

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

（前事業年度）

当社が会計監査人に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、国際財務報告基準(IFRS)に関する助

言・指導等であります。

 
（当事業年度）

該当事項はありません。

 

④ 【監査報酬の決定方針】

　　該当事項はありません。
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第５ 【経理の状況】

 

１．財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度(平成28年３月１日から平成29年２月28日

まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

 

３．連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、連結財務諸表は作成しておりません。

 

４．財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容

を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入するとともに、その他各種団体が

主催する研修への参加や会計専門誌の定期購読等を行っております。

 

１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

該当事項はありません。

 

(2) 【その他】

該当事項はありません。
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２【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前事業年度

(平成28年２月29日)
当事業年度

(平成29年２月28日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 455 696

  売掛金 403 441

  商品 2,959 2,858

  貯蔵品 29 35

  前払費用 313 321

  繰延税金資産 237 264

  未収入金 4,767 4,782

  1年内回収予定の建設協力金 271 226

  その他 81 80

  貸倒引当金 △24 △9

  流動資産合計 9,495 9,696

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） ※1  5,801 ※1  5,781

   構築物（純額） ※1  376 ※1  354

   車両運搬具（純額） ※1  7 ※1  5

   工具、器具及び備品（純額） ※1,※3  1,542 ※1,※3  1,825

   土地 6,180 7,175

   リース資産 212 167

   建設仮勘定 8 80

   有形固定資産合計 14,129 15,389

  無形固定資産   

   のれん 468 429

   商標権 0 0

   ソフトウエア 10 8

   電話加入権 8 8

   その他 2 2

   無形固定資産合計 489 449

  投資その他の資産   

   投資有価証券 162 164

   長期前払費用 423 367

   繰延税金資産 1,886 1,763

   敷金 3,674 3,461

   建設協力金 1,183 957

   その他 267 309

   貸倒引当金 △115 △106

   投資その他の資産合計 7,483 6,916

  固定資産合計 22,102 22,755

 資産合計 31,598 32,452
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           (単位：百万円)

          
前事業年度

(平成28年２月29日)
当事業年度

(平成29年２月28日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形 14 12

  買掛金 9,549 9,392

  短期借入金 - 103

  1年内返済予定の長期借入金 1,777 1,734

  リース債務 45 49

  未払金 1,122 1,176

  未払費用 1,121 1,169

  未払法人税等 138 428

  預り金 2,320 2,133

  前受収益 72 78

  役員業績報酬引当金 45 34

  店舗閉鎖損失引当金 - 43

  資産除去債務 106 75

  設備関係支払手形 637 167

  その他 167 425

  流動負債合計 17,119 17,025

 固定負債   

  長期借入金 4,495 5,196

  リース債務 201 151

  長期預り保証金 672 644

  長期リース資産減損勘定 150 123

  資産除去債務 625 633

  その他 15 15

  固定負債合計 6,160 6,764

 負債合計 23,280 23,789

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,176 1,176

  資本剰余金   

   資本準備金 1,206 1,206

   その他資本剰余金 277 277

   資本剰余金合計 1,484 1,484

  利益剰余金   

   利益準備金 78 78

   その他利益剰余金   

    別途積立金 4,118 4,118

    繰越利益剰余金 1,487 1,787

   利益剰余金合計 5,684 5,984

  自己株式 △66 △64

  株主資本合計 8,278 8,580

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 △4 19

  評価・換算差額等合計 △4 19

 新株予約権 44 62

 純資産合計 8,318 8,662

負債純資産合計 31,598 32,452
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②【損益計算書】
           (単位：百万円)

          前事業年度
(自 平成27年３月１日
　至 平成28年２月29日)

当事業年度
(自 平成28年３月１日
　至 平成29年２月28日)

売上高 108,141 121,460

売上原価   

 商品期首たな卸高 2,239 2,959

 当期商品仕入高 85,328 95,029

 合計 87,567 97,988

 商品期末たな卸高 2,959 2,858

 売上原価合計 84,608 95,129

売上総利益 23,532 26,331

営業収入   

 不動産賃貸収入 1,255 1,369

 その他の営業収入 327 374

 営業収入合計 1,582 1,743

営業総利益 25,115 28,074

販売費及び一般管理費   

 広告宣伝費 996 1,371

 包装費 125 144

 役員報酬 76 64

 給料手当及び賞与 10,143 11,515

 役員業績報酬引当金繰入額 44 35

 退職給付費用 173 192

 法定福利及び厚生費 1,495 1,720

 水道光熱費 2,390 2,469

 減価償却費 1,132 1,325

 地代家賃 2,669 2,918

 賃借料 33 38

 修繕維持費 1,176 1,277

 その他 3,504 3,714

 販売費及び一般管理費合計 23,963 26,787

営業利益 1,152 1,287

営業外収益   

 受取利息 20 17

 受取配当金 3 4

 貸倒引当金戻入額 49 23

 リサイクル材売却収入 29 32

 雑収入 38 38

 営業外収益合計 142 116

営業外費用   

 支払利息 43 65

 雑損失 32 30

 営業外費用合計 75 95

経常利益 1,219 1,309

特別利益   

 固定資産売却益 - 39

 投資有価証券売却益 - 34

 特別利益合計 - 74
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           (単位：百万円)

          前事業年度
(自 平成27年３月１日
　至 平成28年２月29日)

当事業年度
(自 平成28年３月１日
　至 平成29年２月28日)

特別損失   

 減損損失 ※  393 ※  397

 その他 35 43

 特別損失合計 428 441

税引前当期純利益 791 942

法人税、住民税及び事業税 317 436

法人税等調整額 △50 102

法人税等合計 267 538

当期純利益 523 403
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③【株主資本等変動計算書】

 前事業年度(自 平成27年３月１日　至 平成28年２月29日)

 (単位：百万円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他

資本剰余金
資本剰余金合計 利益準備金

その他利益剰余金

別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 1,176 1,206 － 1,206 78 4,118 1,060

会計方針の変更によ

る累積的影響額
      △13

会計方針の変更を反映

した当期首残高
1,176 1,206 － 1,206 78 4,118 1,046

当期変動額        

剰余金の配当       △82

当期純利益       523

自己株式の取得        

自己株式の処分   277 277   △0

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

       

当期変動額合計 － － 277 277 － － 440

当期末残高 1,176 1,206 277 1,484 78 4,118 1,487
 

 

 

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
利益剰余金

自己株式 株主資本合計
その他有価証券

評価差額金

評価・換算差額

等合計利益剰余金合計

当期首残高 5,257 △171 7,468 52 52 26 7,547

会計方針の変更によ

る累積的影響額
△13  △13    △13

会計方針の変更を反映

した当期首残高
5,243 △171 7,455 52 52 26 7,533

当期変動額        

剰余金の配当 △82  △82    △82

当期純利益 523  523    523

自己株式の取得        

自己株式の処分 △0 104 382    382

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

   △56 △56 18 △38

当期変動額合計 440 104 823 △56 △56 18 784

当期末残高 5,684 △66 8,278 △4 △4 44 8,318
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 当事業年度(自 平成28年３月１日　至 平成29年２月28日)

 (単位：百万円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他

資本剰余金
資本剰余金合計 利益準備金

その他利益剰余金

別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 1,176 1,206 277 1,484 78 4,118 1,487

当期変動額        

剰余金の配当       △103

当期純利益       403

自己株式の取得        

自己株式の処分   △0 △0    

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

       

当期変動額合計 ― ― △0 △0 ― ― 300

当期末残高 1,176 1,206 277 1,484 78 4,118 1,787
 

 

 

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
利益剰余金

自己株式 株主資本合計
その他有価証券

評価差額金

評価・換算差額

等合計利益剰余金合計

当期首残高 5,684 △66 8,278 △4 △4 44 8,318

当期変動額        

剰余金の配当 △103  △103    △103

当期純利益 403  403    403

自己株式の取得  △0 △0    △0

自己株式の処分  2 2    2

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

   24 24 17 41

当期変動額合計 300 2 302 24 24 17 343

当期末残高 5,984 △64 8,580 19 19 62 8,662
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④【キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：百万円)

          前事業年度
(自 平成27年３月１日
　至 平成28年２月29日)

当事業年度
(自 平成28年３月１日
　至 平成29年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前当期純利益 791 942

 減価償却費 1,132 1,325

 減損損失 393 397

 のれん償却額 32 38

 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） - 43

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △49 △24

 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） △0 △10

 受取利息及び受取配当金 △24 △22

 支払利息 43 65

 投資有価証券売却損益（△は益） - △34

 有形固定資産売却損益（△は益） - △39

 売上債権の増減額（△は増加） △117 △37

 たな卸資産の増減額（△は増加） △398 94

 未収入金の増減額（△は増加） △314 △14

 仕入債務の増減額（△は減少） △835 △159

 未払金の増減額（△は減少） 277 56

 未払費用の増減額（△は減少） △212 47

 未払消費税等の増減額（△は減少） △403 273

 預り金の増減額（△は減少） 374 △186

 預り保証金の増減額（△は減少） 12 △30

 その他 △41 △10

 小計 659 2,716

 利息及び配当金の受取額 8 7

 利息の支払額 △42 △64

 法人税等の支払額 △588 △172

 営業活動によるキャッシュ・フロー 37 2,486

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 投資有価証券の売却による収入 - 52

 有形固定資産の取得による支出 △2,904 △3,383

 有形固定資産の売却による収入 - 135

 敷金の差入による支出 △162 △58

 敷金の回収による収入 5 272

 建設協力金の回収による収入 286 286

 その他 △289 △162

 投資活動によるキャッシュ・フロー △3,064 △2,858

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の増減額（△は減少） △370 103

 長期借入れによる収入 4,800 2,500

 長期借入金の返済による支出 △2,888 △1,842

 自己株式の取得による支出 - △0

 配当金の支払額 △82 △103

 その他 0 △45

 財務活動によるキャッシュ・フロー 1,459 612

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,568 240

現金及び現金同等物の期首残高 2,009 455

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 15 -

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  455 ※1  696
 

EDINET提出書類

マックスバリュ北海道株式会社(E03250)

有価証券報告書

48/85



【注記事項】

（重要な会計方針）

１.　有価証券の評価基準及び評価方法

  その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定)

時価のないもの

移動平均法による原価法

 

２.　たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 商品

「企業会計原則と関係諸法令との調整に関する連続意見書」第四に定める売価還元平均原価法（収益性の低下に

よる簿価切下げの方法）

(2) 貯蔵品

最終仕入原価法

 

３.　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く)

経済的耐用年数に基づく定額法

各資産別の耐用年数として以下の年数を採用しております。

建物

営業店舗         15～20年

事務所               38年

建物附属設備     ３～18年

構築物             ３～20年

車両運搬具         ２～６年

工具、器具及び備品 ２～16年
 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く)

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法を採用しており

ます。また、のれんについては、10年間の均等償却を行っております。
 

(3）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成21年１月31日以前のものにつ

いては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
 

(4）長期前払費用

借地権

借地上の店舗の賃借契約期間に基づく定額法を採用しております。

その他

定額法（償却年数は主として３～５年）を採用しております。
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４.　引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
 

(2) 役員業績報酬引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しておりま

す。
 

(3) 店舗閉鎖損失引当金

店舗閉店に伴い発生する損失に備え、店舗閉店により合理的に見込まれる中途解約違約金等の閉店関連損失見込

額を計上しております。
 

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上してお

ります。

①　退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算

定式基準によっております。

②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理

しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定

額法により、按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。

なお、当事業年度末においては、退職給付引当金が借方残高となったため、前払年金費用として投資その他の資

産のその他に計上しております。

 

５.　キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易

に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。

 

６.　その他財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。
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(貸借対照表関係)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

 
前事業年度

(平成28年２月29日)
当事業年度

(平成29年２月28日)

有形固定資産の減価償却累計額 13,307百万円 14,070百万円
 

 

 ２　当座貸越契約

当社は、資金の効率的な調達を行うため、取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく

当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

 
前事業年度

(平成28年２月29日)
当事業年度

(平成29年２月28日)

当座貸越極度額 3,500百万円 3,500百万円

借入実行残高 ― 103

差引額 3,500 3,396
 

 

※３　圧縮記帳

有形固定資産に係る国庫補助金の受入による圧縮記帳累計額は、次のとおりであります。

 
前事業年度

(平成28年２月29日)
当事業年度

(平成29年２月28日)

工具、器具及び備品 8百万円 8百万円
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(損益計算書関係)

　※　減損損失

当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
　
前事業年度(自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日)

(1) 減損損失を認識した資産グループの概要

用途 種類 場所 物件数
金額

（百万円）

店舗 建物等
石狩
振興局

８ 146

店舗 建物等
胆振総合
振興局

２ 164

店舗及び
遊休資産

土地及び
建物等

空知総合
振興局

３ 24

店舗 建物等
後志総合
振興局

１ 10

店舗 建物等
渡島総合
振興局

２ 46

 合計  16 393
 

 

(2) 減損損失の認識に至った経緯

店舗における営業活動から生ずる損益が継続してマイナスまたは継続してマイナスとなる見込みである資産グ

ループ及び、遊休状態にあり地価の下落により投資額の回収が見込めなくなった資産グループについて、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

　

(3) 減損損失の金額

種類 金額（百万円）

　建物 181

　有形固定資産（その他） 106

　土地 10

　リース資産 82

　その他　※ 12

　合計 393
 

　
※その他は、投資その他の資産の「長期前払費用」及び「その他」であります。

 

(4) 資産のグルーピングの方法

キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、店舗を基礎としてグルーピングしております。また、賃貸用不

動産及び遊休資産については個別の物件単位毎にグルーピングしております。
 
(5) 回収可能価額の算定方法

資産グループの回収可能価額は、正味売却価額または使用価値により測定しております。

正味売却価額は、土地については不動産鑑定士による不動産鑑定評価額、または、固定資産税評価額等を基に算

定した金額によっております。その他の固定資産については不動産鑑定士による不動産鑑定評価基準、または、取

引事例等を勘案した合理的な見積りにより評価しております。

使用価値は、将来キャッシュ・フローを6.4％で割り引いて算定しております。
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当事業年度(自 平成28年３月１日 至 平成29年２月28日)

(1) 減損損失を認識した資産グループの概要

用途 種類 場所 物件数
金額

（百万円）

店舗 建物等
石狩
振興局

６ 64

店舗
土地及び
建物等

胆振総合
振興局

１ 19

遊休資産 土地
空知総合
振興局

１ 7

店舗
土地及び
建物等

渡島総合
振興局

２ 83

店舗及び
遊休資産

土地及び
建物等

十勝総合
振興局

５ 211

店舗 建物等
釧路総合
振興局

１ 10

 合計  16 397
 

 

(2) 減損損失の認識に至った経緯

店舗における営業活動から生ずる損益が継続してマイナスまたは継続してマイナスとなる見込みである資産グ

ループ及び、遊休状態にあり地価の下落により投資額の回収が見込めなくなった資産グループについて、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

　

(3) 減損損失の金額

種類 金額（百万円）

　建物 232

　有形固定資産（その他） 113

　土地 34

　その他　※ 16

　合計 397
 

　
※その他は、投資その他の資産の「その他」であります。

　

(4) 資産のグルーピングの方法

キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、店舗を基礎としてグルーピングしております。また、賃貸用不

動産及び遊休資産については個別の物件単位毎にグルーピングしております。
　
(5) 回収可能価額の算定方法

資産グループの回収可能価額は、正味売却価額または使用価値により測定しております。

正味売却価額は、土地については不動産鑑定士による不動産鑑定評価額、または、固定資産税評価額等を基に算

定した金額によっております。その他の固定資産については不動産鑑定士による不動産鑑定評価基準、または、取

引事例等を勘案した合理的な見積りにより評価しております。

使用価値は、将来キャッシュ・フローを7.1％で割り引いて算定しております。
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(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日)

１.　発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 6,941,350 ― ― 6,941,350
 

　

２.　自己株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 99,576 ― 60,900 38,676
 

 

　（変動事由の概要）

　　減少数の内訳は次のとおりであります。

　　　企業結合による減少 　         　　　　　　　　60,000株

　　　ストックオプション行使の割当による減少　 　      900株

　

３.　新株予約権等に関する事項

内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（株）
当事業年度末
残高（百万円）当事業年度

期首
増加 減少 当事業年度末

平成23年ストック・
オプションとしての
新株予約権

― ― ― ― ― 2

平成24年ストック・
オプションとしての
新株予約権

― ― ― ― ― 3

平成25年ストック・
オプションとしての
新株予約権

― ― ― ― ― 6

平成26年ストック・
オプションとしての
新株予約権

― ― ― ― ― 12

平成27年ストック・
オプションとしての
新株予約権

― ― ― ― ― 19

合計 ― ― ― ― 44
 

　

４.　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成27年４月９日
取締役会

普通株式 82 12.00 平成27年２月28日 平成27年５月22日
 

　
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

　

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(百万円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成28年４月13日
取締役会

普通株式 利益剰余金 103 15.00 平成28年２月29日 平成28年５月19日
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当事業年度(自　平成28年３月１日　至　平成29年２月28日)

１.　発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 6,941,350 ― ― 6,941,350
 

　

２.　自己株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 38,676 79 1,300 37,455
 

 

　（変動事由の概要）

　　増加数の内訳は次のとおりであります。

　　　単元未満株式の買取請求による増加　 　 　　　　　  79株

　　減少数の内訳は次のとおりであります。

　　　ストックオプション行使の割当による減少　 　    1,300株

　

３.　新株予約権等に関する事項

内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（株）
当事業年度末
残高（百万円）当事業年度

期首
増加 減少 当事業年度末

平成23年ストック・
オプションとしての
新株予約権

― ― ― ― ― ２

平成24年ストック・
オプションとしての
新株予約権

― ― ― ― ― ３

平成25年ストック・
オプションとしての
新株予約権

― ― ― ― ― ４

平成26年ストック・
オプションとしての
新株予約権

― ― ― ― ― 12

平成27年ストック・
オプションとしての
新株予約権

― ― ― ― ― 19

平成28年ストック・
オプションとしての
新株予約権

― ― ― ― ― 19

合計 ― ― ― ― 62
 

　

４.　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成28年４月13日
取締役会

普通株式 103 15.00 平成28年２月29日 平成28年５月19日
 

　
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

　

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(百万円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成29年４月12日
取締役会

普通株式 利益剰余金 117 17.00 平成29年２月28日 平成29年５月19日
 

　

EDINET提出書類

マックスバリュ北海道株式会社(E03250)

有価証券報告書

55/85



 

(キャッシュ・フロー計算書関係)

※１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載されている科目の金額との関係

 
前事業年度

(自 平成27年３月１日
至 平成28年２月29日)

当事業年度
(自 平成28年３月１日
至 平成29年２月28日)

現金及び預金勘定 455百万円 696百万円

現金及び現金同等物 455百万円 696百万円
 

　

 ２　重要な非資金取引の内容

(前事業年度)

（1）株式会社ダイエーより承継した資産及び負債の主な内訳

当事業年度に株式会社ダイエーより承継した資産及び負債の主な内訳は次のとおりであります。
　

流動資産 129百万円

固定資産 803百万円

　資産合計 932百万円

流動負債 394百万円

固定負債 157百万円

　負債合計 552百万円
 

 

（2）株式会社いちまるより承継した資産及び負債の主な内訳

当事業年度に株式会社いちまるより承継した資産及び負債の主な内訳は次のとおりであります。
　

流動資産 397百万円

固定資産 1,120百万円

　資産合計 1,518百万円

流動負債 1,473百万円

固定負債 545百万円

　負債合計 2,018百万円
 

 
(当事業年度)

 　該当事項はありません。

 
(リース取引関係)

１.　ファイナンス・リース取引

（借主側）

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①　リース資産の内容

有形固定資産

建物及び工具、器具及び備品であります。

②　リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「３．固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成21年１月31日以前のものに

ついては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。
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(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 (単位：百万円)

 

前事業年度
(平成28年２月29日)

取得価額相当額
減価償却累計額

相当額
減損損失累計額

相当額
期末残高相当額

建物 6,217 4,341 689 1,187
 

　
 (単位：百万円)

 

当事業年度
(平成29年２月28日)

取得価額相当額
減価償却累計額

相当額
減損損失累計額

相当額
期末残高相当額

建物 3,699 2,475 226 996
 

　
(2) 未経過リース料期末残高相当額等

  (単位：百万円)

 
前事業年度

(平成28年２月29日)
当事業年度

(平成29年２月28日)

１年内 262 201

１年超 1,356 1,154

合計 1,619 1,356

リース資産減損勘定の残高 189 150
 

　
(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

  (単位：百万円)

 
前事業年度

(自 平成27年３月１日
至 平成28年２月29日)

当事業年度
(自 平成28年３月１日
至 平成29年２月28日)

支払リース料 519 398

リース資産減損勘定の
取崩額

73 36

減価償却費相当額 218 190

支払利息相当額 124 100

減損損失 82 ―
 

　
(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
　
(5) 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし各期への配分方法については、利息法に

よっております。
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２.　オペレーティング・リース取引

(借主側)

未経過リース料

  (単位：百万円)

 
前事業年度

(平成28年２月29日)
当事業年度

(平成29年２月28日)

１年内 1,401 1,336

１年超 7,441 6,466

合計 8,842 7,803
 

 

(貸主側)

未経過リース料

  (単位：百万円)

 
前事業年度

(平成28年２月29日)
当事業年度

(平成29年２月28日)

１年内 224 237

１年超 768 749

合計 992 987
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(金融商品関係)

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入によっております。

 
(2) 金融商品の内容及びそのリスク

未収入金は、取引先の信用リスクに晒されております。投資有価証券は主として業務上の関係を有する会社の株

式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。敷金及び建設協力金は、主に店舗の賃借に係るものであ

り、差入先の信用リスクに晒されております。

営業債務である買掛金は、１年以内の支払期日であります。長期借入金は主に営業取引、設備投資に係る資金調

達であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。また、支払期日にそ

の支払いを実行できなくなる流動性リスクを内包しておりますが、返済時期を分散させることにより流動性リスク

の回避を図っております。

 
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスクの管理

当社は、内部管理規程に従い、未収入金について、営業部門及び経理財務部門が取引先の状況を定期的にモニタ

リングし、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や貸倒れ

リスクの軽減を図っております。

敷金及び建設協力金の一部については、抵当権、質権を設定する等保全措置を講じております。
 

② 市場リスクの管理

投資有価証券については、市場動向、時価及び発行体（取引先企業）の財務状況等を定期的にモニタリングして

経営陣に報告するとともに、保有状況を継続的に見直しております。
 

③ 資金調達に係る流動性リスクの管理

当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に年度資金計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維

持等により流動性リスクを管理しております。

 
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれ

ております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、

当該時価が異なることもあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

前事業年度(平成28年２月29日)

 貸借対照表計上額（百万円） 時価（百万円） 差額（百万円）

(1) 現金及び預金 455 455 ―

(2) 未収入金 4,767   

  貸倒引当金　※ △1   

 4,765 4,765 ―

(3) 投資有価証券 162 162 ―

(4) 敷金 3,674   

  貸倒引当金　※ △97   

 3,577 3,587 9

(5) 建設協力金 1,455   

  貸倒引当金　※ △39   

 1,416 1,511 95

資産計 10,378 10,483 104

(1) 買掛金 9,549 9,549 ―

(2) 長期借入金 6,273 6,321 47

負債計 15,823 15,871 47
 

 

※ 個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

 
当事業年度(平成29年２月28日)

 貸借対照表計上額（百万円） 時価（百万円） 差額（百万円）

(1) 現金及び預金 696 696 ―

(2) 未収入金 4,782   

  貸倒引当金　※ △1   

 4,780 4,780 ―

(3) 投資有価証券 164 164 ―

(4) 敷金 3,461   

  貸倒引当金　※ △95   

 3,365 3,359 △5

(5) 建設協力金 1,183   

  貸倒引当金　※ △17   

 1,166 1,295 129

資産計 10,172 10,296 124

(1) 買掛金 9,392 9,392 ―

(2) 長期借入金 6,930 6,939 8

負債計 16,323 16,331 8
 

 

※ 個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
　
（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資産

(1) 現金及び預金、(2) 未収入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
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(3) 投資有価証券

これらの時価については、取引所の価格によっております。
 

(4) 敷金、(5) 建設協力金

これらの時価については、合理的に見積もった償還予定時期に基づき、リスクフリー・レートで割り引いた現在

価値から貸倒引当金を控除して算定しております。なお、１年内回収予定の建設協力金を含めております。

　

負債

(1) 買掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

 
(2) 長期借入金

長期借入金の時価については、固定金利によるものは、リスクフリー・レートに信用リスクを加味した額を再実

行レートとみなし、元利金の合計額を割り引いて算定する方法によっております。変動金利によるものは、短期間

で市場金利を反映するため、また、当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額にほ

ぼ等しいと考えられるため、当該帳簿価額によっております。

 
（注２）金銭債権の決算日後の償還予定額

前事業年度(平成28年２月29日)

（単位:百万円）

 １年以内
１年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超

現金及び預金 47 ― ― ―

未収入金 4,767 ― ― ―

建設協力金 286 788 389 71

合計 5,100 788 389 71
 

 

　（注）「敷金」については、償還予定日が明確ではないため、記載しておりません。
　

当事業年度(平成29年２月28日)

（単位:百万円）

 １年以内
１年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超

現金及び預金 10 ― ― ―

未収入金 4,780 ― ― ―

建設協力金 239 670 292 43

合計 5,030 670 292 43
 

 

　（注）「敷金」については、償還予定日が明確ではないため、記載しておりません。
　
（注３）長期借入金の決算日後の返済予定額

前事業年度(平成28年２月29日)

（単位:百万円）

 １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

長期借入金 1,777 1,414 959 959 821 340
 

　

当事業年度(平成29年２月28日)

（単位:百万円）

 １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

長期借入金 1,734 1,459 1,459 1,321 775 180
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(有価証券関係)

１.　その他有価証券

前事業年度（平成28年２月29日）

（単位:百万円）

区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額

貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの

　株式

 
62

 
29

 
32

小計 62 29 32

貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの

　株式

 
100

 
129

　

△28

小計 100 129 △28

合計 162 158 3
 

　

当事業年度（平成29年２月28日）

（単位:百万円）

区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額

貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの

　株式

 
164

 
141

 
22

小計 164 141 22

貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの

　株式

 
―

 
―

 
―

小計 ― ― ―

合計 164 141 22
 

　

２.　当事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度(自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日)

該当事項はありません。　

　

当事業年度(自　平成28年３月１日　至　平成29年２月28日)

区分
売却額

（百万円）

売却益の合計額

（百万円）

売却損の合計額

（百万円）

株式 52 34 ―

合計 52 34 ―
 

　

３.　減損処理を行った有価証券

下落率が50％以上の株式についてはすべて減損しております。

また、下落率が30％から50％の株式の減損にあたっては、個別銘柄毎に、当事業年度における最高値、最安値と

帳簿価額との乖離状況を把握し、発行会社の業況等の推移等を総合的に判断しております。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められる株式については、当該株式の発行会社の財政状態の悪化に

より実質価額が著しく低下していると判断したものについて、減損処理を行っております。

　

前事業年度(自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日)

該当事項はありません。　

　

当事業年度(自　平成28年３月１日　至　平成29年２月28日)

該当事項はありません。

EDINET提出書類

マックスバリュ北海道株式会社(E03250)

有価証券報告書

62/85



 

(退職給付関係)

　１．採用している退職給付制度の概要

当社は、親会社であるイオン株式会社及び同社の主要国内関係会社で設立している確定給付型のイオン企業年金

基金制度、確定拠出年金制度及び退職金前払制度を設けております。

 
２．確定給付制度

（１）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

（百万円）

 
前事業年度

(自　平成27年３月１日
至　平成28年２月29日)

当事業年度
(自　平成28年３月１日
至　平成29年２月28日)

退職給付債務の期首残高 1,063 1,239

　会計方針の変更による累積的影響額 6 ―

会計方針の変更を反映した期首残高 1,069 1,239

勤務費用 67 75

利息費用 13 11

数理計算上の差異の当期発生額 138 42

退職給付の支払額 △50 △54

退職給付債務の期末残高 1,239 1,315
 

 
（２）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

（百万円）

 前事業年度
(自　平成27年３月１日
至　平成28年２月29日)

当事業年度
(自　平成28年３月１日
至　平成29年２月28日)

年金資産の期首残高 822 911

　会計方針の変更による累積的影響額 △14 ―

会計方針の変更を反映した期首残高 807 911

 期待運用収益 19 22

 数理計算上の差異の当期発生額 33 14

 事業主からの拠出額 102 126

 退職給付の支払額 △50 △54

年金資産の期末残高 911 1,021
 

 

※「年金資産の期首残高」及び「退職給付の支払額」並びに「年金資産の期末残高」は、当社の親会社であるイオン株

式会社及び同社の主要な国内関係会社で設立している確定給付型の企業年金基金制度における退職給付債務の金額

の割合に応じて按分計算した金額であります。

 
（３）退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された前払年金費用の調整表

（百万円）

 
前事業年度

(平成28年２月29日)
当事業年度

(平成29年２月28日)

積立型制度の退職給付債務 1,239 1,315

年金資産 △911 △1,021

未積立退職給付債務 328 293

未認識数理計算上の差異 △343 △323

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △15 △29

   

前払年金費用 △15 △29

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △15 △29
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（４）退職給付に関連する損益

（百万円）

 前事業年度
(自　平成27年３月１日
至　平成28年２月29日)

当事業年度
(自　平成28年３月１日
至　平成29年２月28日)

勤務費用 67 75

利息費用 13 11

期待運用収益 △19 △22

数理計算上の差異の当期の費用処理額 39 48

確定給付制度に係る退職給付費用 102 112
 

 

（５）年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

 
前事業年度

(平成28年２月29日)
当事業年度

(平成29年２月28日)

債券 55.5% 53.8%

株式 14.0% 18.7%

生命保険の一般勘定 14.7% 14.2%

その他 15.8% 13.3%

　合計 100.0% 100.0%
 

　
※　その他には、主として現金、オルタナティブ投資が含まれています。

 
（６）長期期待運用収益率の設定方法に関する記載

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多

様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

 
（７）数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

 前事業年度
(自　平成27年３月１日
至　平成28年２月29日)

当事業年度
(自　平成28年３月１日
至　平成29年２月28日)

割引率 0.9% 0.8%

長期期待運用収益率 2.37% 2.51%
 

　
（注）なお、上記の他に平成23年３月31日を基準日として算定した年齢別昇給指数を使用しております。

　

　３．確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度68百万円、当事業年度76百万円であります。

 
　４．退職金前払制度

退職金前払制度の要拠出額は、前事業年度３百万円、当事業年度３百万円であります。
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(ストック・オプション等関係)

１．費用計上額及び科目名

 前事業年度 当事業年度

販売費及び一般管理費
(役員業績報酬引当金
繰入額)

18百万円 15百万円

 

 
２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

（1）ストック・オプションの内容

決議年月日 平成23年３月16日 平成24年３月14日 平成25年４月９日 平成26年４月８日

付与対象者の区分
及び人数

当社取締役　６名 当社取締役　６名 当社取締役　５名 当社取締役　７名

株式の種類及び付
与数（株）

普通株式　7,600 普通株式　7,600 普通株式　4,900 普通株式　7,700

付与日 平成23年４月１日 平成24年４月１日 平成25年５月10日 平成26年５月９日

権利確定条件
権利確定条件は付さ
れておりません。

権利確定条件は付さ
れておりません。

権利確定条件は付さ
れておりません。

権利確定条件は付さ
れておりません。

対象勤務期間
対象勤務期間の定め
はありません。

対象勤務期間の定め
はありません。

対象勤務期間の定め
はありません。

対象勤務期間の定め
はありません。

権利行使期間
平成23年５月１日～
平成38年４月30日

平成24年５月１日～
平成39年４月30日

平成25年６月10日～
平成40年６月９日

平成26年６月９日～
平成41年６月８日

 

　
決議年月日 平成27年４月９日 平成28年４月13日

付与対象者の区分
及び人数

当社取締役　６名 当社取締役　６名

株式の種類及び付
与数（株）

普通株式　6,800 普通株式　6,800

付与日 平成27年５月10日 平成28年５月10日

権利確定条件
権利確定条件は付さ
れておりません。

権利確定条件は付され
ておりません。

対象勤務期間
対象勤務期間の定め
はありません。

対象勤務時間の定めは
ありません。

権利行使期間
平成27年６月10日～
平成42年６月９日

平成28年６月10日～
平成43年６月９日

 

 
（2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

当事業年度末（平成29年２月期）において存在したストック・オプションを対象としております。

①ストック・オプションの数

決議年月日 平成23年３月16日 平成24年３月14日 平成25年４月９日 平成26年４月８日

権利確定前（株）     

　前事業年度末 ― ― ― ―

　付与 ― ― ― ―

　失効 ― ― ― ―

　権利確定 ― ― ― ―

　未確定残 ― ― ― ―

権利確定後（株）     

　前事業年度末 1,800 2,700 4,000 6,800

　権利確定 ― ― ― ―

　権利行使 ― ― 1,300 ―

　失効 ― ― ― ―

　未行使残 1,800 2,700 2,700 6,800
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決議年月日 平成27年４月９日 平成28年４月13日

権利確定前（株）   

　前事業年度末 ― ―

　付与 ― 6,800

　失効 ― ―

　権利確定 ― 6,800

　未確定残 ― ―

権利確定後（株）   

　前事業年度末 6,800 ―

　権利確定 ― 6,800

　権利行使 ― ―

　失効 ― ―

　未行使残 6,800 6,800
 

 

②単価情報

決議年月日 平成23年３月16日 平成24年３月14日 平成25年４月９日 平成26年４月８日

権利行使価格（円） １ １ １ １

行使時平均株価（円) ― ― 3,045 ―

付与日における公正な評価
単価（円）

1,323 1,410 1,623 1,825
 

　
決議年月日 平成27年４月９日 平成28年４月13日

権利行使価格（円） １ １

行使時平均株価（円) ― ―

付与日における公正な評価
単価（円）

2,891 2,877
 

 

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　当事業年度において付与されたストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであり

ます。

（1）使用した評価技法　　　　ブラック・ショールズ式

（2）主な基礎数値及び見積方法

株価変動性　　　　　　　　 (注)１ 19.90

予想残存期間　　　　　　　 (注)２ ７年６ヵ月

予想配当　　　　　　　　  (注)３ 15円/株

無リスク利子率　　　　　　 (注)４ -0.21％
 

　
 (注)１．７年６ヵ月（平成20年11月12日から平成28年５月10日まで）の株価実績に基づき算定いたしました。

２．十分なデータの蓄積が無く、合理的な見積が困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるも

のと推定して見積っております。

３．平成28年２月期の配当実績によります。

４．予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。

 
４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用して

おります。
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(税効果会計関係)

１.　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(1) 流動の部

 
前事業年度

(平成28年２月29日)
当事業年度

(平成29年２月28日)

繰延税金資産   

　未払賞与 113百万円 133百万円

　未払事業所税 23 22

　未払事業税 16 35

　減損損失 13 7

　その他 71 65

繰延税金資産合計 237 264
 

 

(2) 固定の部

 
前事業年度

(平成28年２月29日)
当事業年度

(平成29年２月28日)

繰延税金資産   

　減価償却資産償却超過額 1,133百万円 1,125百万円

　減損損失 1,207 1,161

　資産除去債務 202 193

　資産調整勘定 234 142

　貸倒引当金 45 35

　その他 101 106

　小計 2,924 2,765

　評価性引当額 △960 △933

繰延税金資産合計 1,964 1,831

   

繰延税金負債   

　その他有価証券評価差額金 8 2

　資産除去債務に対応する除去費用 43 36

　前払年金費用 4 9

　建設協力金 21 19

繰延税金負債合計 77 68

繰延税金資産の純額 1,886 1,763
 

 

２.　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

 
前事業年度

(平成28年２月29日)
当事業年度

(平成29年２月28日)

法定実効税率 35.4％ 32.8％

 (調整)   

交際費等永久に損金に算入されない
項目

1.1 2.0

住民税均等割等 6.7 6.1

税率変更による期末繰延税金資産の
減額修正

22.8 15.8

企業結合に伴う評価性引当額の減少 △44.1 ―

評価性引当額の増減 17.4 2.3

法人税額の特別控除 △5.2 △1.6

その他 △0.2 △0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 33.9 57.2
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３.　法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律（平成28年法律第十五号）」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律（平

成28年法律第十三号）」が平成28年３月29日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金

負債の計算（ただし、平成29年３月１日以降解消されるものに限る）に使用した法定実効税率は、前事業年度の

32.1％から、平成29年３月１日に開始する事業年度及び平成30年３月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれ

る一時差異については30.7％、平成31年３月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については

30.5％にそれぞれ変更されています。

その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が１億２百万円減少し、法人税等調整額

（借方）が１億２百万円増加し、その他有価証券評価差額金（貸方）が０百万円増加しております。

 

(賃貸等不動産関係)

　賃貸等不動産の状況に関する事項

当社は、北海道内に賃貸用商業施設等（土地含む。）を所有しております。

これら賃貸等不動産に関する貸借対照表計上額及び期中における主な変動並びに決算日における時価及び当該時

価の算定方法は以下のとおりであります。

  (単位：百万円)

 
前事業年度

(自 平成27年３月１日
至 平成28年２月29日)

当事業年度
(自 平成28年３月１日
至 平成29年２月28日)

貸借対照表計上額

期首残高 1,710 1,924

期中増減額 213 △69

期末残高 1,924 1,855

期末時価 3,157 3,025
 

 

（注）１　貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。

２　期中増減額のうち、前事業年度の主な増加は、新規取得（271百万円）、主な減少は減価償却費（48百万

円）であります。

当事業年度の主な増加は新規取得（56百万円）、主な減少は土地の売却（68百万円）、減価償却費（62百

万円）であります。

３　期末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて調整を

行ったものを含む。）であります。
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また、賃貸等不動産に関する期中における損益は、次のとおりであります。

  (単位：百万円)

 
前事業年度

(自 平成27年３月１日
至 平成28年２月29日)

当事業年度
(自 平成28年３月１日
至 平成29年２月28日)

賃貸収益 534 517

賃貸費用 179 183

差額 355 333

その他
(減損損失)

7 1
 

　
（注）賃貸収益は営業収入に、賃貸費用（減価償却費、保険料、公租公課等）については販売費及び一般管理費に計

上しております。

　

(持分法損益等)

　１．関連会社に関する事項
(百万円)

 
前事業年度

(自 平成27年３月１日
至 平成28年２月29日)

当事業年度
(自 平成28年３月１日
至 平成29年２月28日)

関連会社に対する投資の金額 ―（注１） ―

持分法を適用した場合の投資の金額 ―（注２） ―（注３）

持分法を適用した場合の投資損失の金額 ― ―
 

 

（注）１　関連会社に対する投資の金額は、減損処理しております。

２　前事業年度の持分法を適用した場合の投資の金額は、当社が保有する関連会社の全株式を平成27年９月30

日付で売却したため記載しておりません。

３　当事業年度の持分法を適用した場合の投資の金額は、関連会社がないため記載しておりません。

 

　２．開示対象特別目的会社に関する事項

　　　当社は、開示対象特別目的会社を有しておりません。

 
(資産除去債務関係)

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

（1）当該資産除去債務の概要

当社は、主として、ショッピングセンターの建設に当たり、不動産賃借契約に付されている土地の更地返還義務

及び建物原状回復義務に関して資産除去債務を計上しております。
 

（2）当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から20年と見積り、割引率は主として1.98％を使用して資産除去債務の金額を計算しており

ます。
 

（3）当該資産除去債務の総額の増減

 
前事業年度

(自 平成27年３月１日
至 平成28年２月29日)

当事業年度
(自 平成28年３月１日
至 平成29年２月28日)

期首残高 506百万円 732百万円

有形固定資産の取得に伴う増加 25百万円 ―百万円

企業結合による増加 143百万円 ―百万円

時の経過による調整額 8百万円 7百万円

履行による減少 ―百万円 △31百万円

その他増減額（△は減少） 48百万円 ―百万円

期末残高 732百万円 708百万円
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社は、食料品及び日用雑貨品を主に販売するスーパーマーケット事業及びその付随業務の単一セグメントであ

るため、記載を省略しております。

 

【関連情報】

　１. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略し

ております。

 

　２. 地域ごとの情報

 （1）売上高

　 本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

 
 （2）有形固定資産

　 本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

 
　３. 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

　該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

　該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

　該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

１.　関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社

　前事業年度(自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日)

種類

会社等の

名称

又は氏名

所在地

資本金又

は出資金

(百万円)

事業の内容

又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)

親会社 イオン㈱
千葉市

美浜区
220,007

純粋持株

会社

(被所有)

直接

57.75

間接

7.19

資金の借入 短期借入金 370 ― ―

 

　
(注） 取引条件及び取引条件の決定方針等

資金の借入は、一般的取引条件を参考に契約により決定しております。

 
　当事業年度(自　平成28年３月１日　至　平成29年２月28日)

　該当事項はありません。

 
(2) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

　前事業年度(自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日)
　

種類

会社等の

名称

又は氏名

所在地

資本金又

は出資金

(百万円)

事業の内容

又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)

同一の親

会社を持

つ会社

イオン

クレジット

サービス㈱

 

東京都

千代田区
500

金融サービ

ス業
― 営業取引

クレジット

売掛
9,689

未収入金 3,012

クレジット

割引
67

クレジット

手数料
107

電子マネー

売掛
45,915

電子マネー

手数料
719

電子マネー

預り
38,080 預り金 2,253

同一の親

会社を持

つ会社

イオンリテー

ル㈱

千葉市

美浜区
48,970 小売業 ― 営業取引 商品仕入 8,190 買掛金 1,011

同一の親

会社を持

つ会社

イオントップ

バリュ㈱

千葉市

美浜区
745

商品企画・開

発・販売促進
― 営業取引 商品仕入 7,169 買掛金 828

同一の親

会社を持

つ会社

㈱ダイエー
東京都

江東区
68,568 小売業 ―

当社を分割

承継会社と

する吸収分

割（注２）

承継資産 932 ― ―

承継負債 552 ― ―
 

 

(注）１ 取引条件及び取引条件の決定方針等

クレジット及び電子マネー債権の回収、商品仕入は、一般的取引条件を参考に契約により決定しております。

２ 吸収分割に係る対価は、第三者算定期間の評価を踏まえ、両社協議の上決定しております。

３ 取引金額は消費税等抜きで表示し、残高は消費税等込みで表示しております。
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　当事業年度(自　平成28年３月１日　至　平成29年２月28日)
　

種類

会社等の

名称

又は氏名

所在地

資本金又

は出資金

(百万円)

事業の内容

又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)

同一の親

会社を持

つ会社

イオン

クレジット

サービス㈱

 

東京都

千代田区
500

金融サービ

ス業
― 営業取引

クレジット

売掛
11,493

未収入金 2,850

クレジット

割引
85

クレジット

手数料
129

電子マネー

売掛
50,179

電子マネー

手数料
774

電子マネー

預り
41,388 預り金 2,067

同一の親

会社を持

つ会社

イオンリテー

ル㈱

千葉市

美浜区
48,970 小売業 ― 営業取引 商品仕入 8,908 買掛金 957

同一の親

会社を持

つ会社

イオントップ

バリュ㈱

千葉市

美浜区
745

商品企画・開

発・販売促進
― 営業取引 商品仕入 7,404 買掛金 757

同一の親

会社を持

つ会社

イオンリカー

㈱

千葉市

美浜区
10

リカー専門

店・卸売業
― 営業取引 商品仕入 2,356 買掛金 357

 

 

(注）１ 取引条件及び取引条件の決定方針等

クレジット及び電子マネー債権の回収、商品仕入は、一般的取引条件を参考に契約により決定しております。

２ 取引金額は消費税等抜きで表示し、残高は消費税等込みで表示しております。

　

(3) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

　前事業年度(自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日)
　

種類

会社等の

名称

又は氏名

所在地

資本金又

は出資金

(百万円)

事業の内容

又は職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合(％)

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)

役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を所有

している会

社

㈱花生活
札幌市

白石区
3

生花

販売業

当社の役員

の近親者が

100％を直

接所有

営業取引 商品仕入 41 買掛金 2

 

 

(注）１ 取引条件及び取引条件の決定方針等

商品仕入は、一般的取引条件を参考に契約により決定しております。

　　　２ 取引金額は消費税等抜きで表示し、残高は消費税等込みで表示しております。

　　　３ 当社代表取締役出戸信成の近親者が議決権の100％を直接保有しております。
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　当事業年度(自　平成28年３月１日　至　平成29年２月28日)
　

種類

会社等の

名称

又は氏名

所在地

資本金又

は出資金

(百万円)

事業の内容

又は職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合(％)

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)

役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を所有

している会

社

㈱花生活
札幌市

白石区
3

生花

販売業

当社の役員

の近親者が

100％を直

接所有

営業取引 商品仕入 42 買掛金 2

 

 

(注）１ 取引条件及び取引条件の決定方針等

商品仕入は、一般的取引条件を参考に契約により決定しております。

　　　２ 取引金額は消費税等抜きで表示し、残高は消費税等込みで表示しております。

　　　３ 当社代表取締役出戸信成の近親者が議決権の100％を直接保有しております。

　

２.　親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

イオン㈱（東京証券取引所に上場）
 

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

 

 
前事業年度

(自　平成27年３月１日
至　平成28年２月29日)

当事業年度
(自　平成28年３月１日
至　平成29年２月28日)

１株当たり純資産額 1,198円64銭 1,245円68銭

１株当たり当期純利益金額 76円12銭 58円48銭

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額

　

75円89銭

　

58円26銭
 

 

(注) １.　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前事業年度

(平成28年２月29日)
当事業年度

(平成29年２月28日)

純資産の部の合計額（百万円） 8,318 8,662

純資産の部の合計額から控除する金
額（百万円）

44 62

（うち新株予約権(百万円)） （44） （62）

普通株式に係る期末の純資産額（百
万円）

8,273 8,600

１株当たりの純資産額の算定に用い
られた期末の普通株式の数（株）

6,902,674 6,903,895
 

　
２.　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。

項目
前事業年度

(自　平成27年３月１日
至　平成28年２月29日)

当事業年度
(自　平成28年３月１日
至　平成29年２月28日)

１株当たり当期純利益金額   

　当期純利益(百万円) 523 403

　普通株主に帰属しない金額(百万
円)

― ―

　普通株式に係る当期純利益(百万
円)

523 403

　普通株式の期中平均株式数（株） 6,872,261 6,903,542

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

  

当期純利益調整額（百万円） ― ―

　普通株式増加数（株） 21,041 26,647

（うち新株予約権(株)） 21,041 26,647

希薄化効果を有しないため、潜在株
式調整後１株当たり当期純利益金額
の算定に含まれなかった潜在株式の
概要

―

 

 

(重要な後発事象)

　該当事項はありません。
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⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類
当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累

計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高

(百万円)

有形固定資産        

　建物 15,033 800
468

(232)
15,364 9,583 576 5,781

　構築物 1,532 39
36

(14)
1,534 1,180 44 354

　車両運搬具 33 ― 3 30 24 1 5

　工具、器具及び備品 4,217 881
224
(99)

4,911 3,086 487 1,825

　土地 6,180 1,116
121
(34)

7,175 ― ― 7,175

　リース資産 394 ― 32 361 194 45 167

　建設仮勘定 8 72 ― 80 ― ― 80

   有形固定資産計 27,437 2,910
887

(380)
29,459 14,070 1,156 15,389

無形固定資産        

　のれん 500 ― ― 500 70 38 429

　商標権 0 ― ― 0 0 0 0

　ソフトウエア 16 2 1 17 8 3 8

　電話加入権 8 ― ― 8 ― ― 8

　その他 4　 ― ― 4 1　 0 2

   無形固定資産計 530 2 1 531 81 42 449

長期前払費用 615 8 27 596 228 37 367
 

　
(注) １　当期増加額の主な内容は次のとおりであります。(単位：百万円)

 

店名 建物 構築物 器具備品 土地

月寒物件 ― ― ― 898

旭川緑ヶ丘物件 ― ― ― 210

ＭＶ稲田店 118 13 65 ―
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２　当期減少額の主な内容は次のとおりであります。(単位：百万円)

（除売却）

店名 建物 構築物 器具備品 土地

手稲曙物件 169 14 1 61

滝川西町物件 24 0 4 25
 

 
　

（減損損失）

用途 種類 場所 物件数 金額

店舗 建物等 石狩振興局 ６ 60

店舗 土地及び建物等 胆振総合振興局 １ 18

遊休資産 土地 空知総合振興局 １ 7

店舗 土地及び建物等 渡島総合振興局 ２ 82

店舗及び遊休資産 土地及び建物等 十勝総合振興局 ５ 202

店舗 建物等 釧路総合振興局 １ 9
 

　
（注）当期減少額のうち(　)内は内書きで減損損失の計上額であります。
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【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】
　

区分
当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 ― 103 0.21 ―

１年以内に返済予定の長期借入金 1,777 1,734 0.37 ―

１年以内に返済予定のリース債務 45 49 3.22 ―

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く)

4,495 5,196 0.29
　平成32年７月31日～
平成34年８月31日

リース債務(１年以内に返済予定
のものを除く)

201 151 1.72
　平成30年６月30日～
平成34年10月31日

その他有利子負債
　預り保証金

― ― ― ―

合計 6,519 7,236 ― ―
 

　
(注) １　「平均利率」は借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の貸借対照表日後５年内における１年ごと

の返済予定額は以下のとおりであります。
 

区分
１年超２年以内

(百万円)
２年超３年以内

(百万円)
３年超４年以内

(百万円)
４年超５年以内

(百万円)

長期借入金 1,459 1,459 1,321 775

リース債務 43 23 27 31
 

 

【引当金明細表】
　

区分
当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金 140 36 0 60 116

役員業績報酬引当金 45 35 29 15 34

店舗閉鎖損失引当金 ― 43 ― ― 43
 

　
(注)１　貸倒引当金の当期減少額の「その他」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額40百万円及び回収に

よる取崩額19百万円であります。

２　役員業績報酬引当金の当期減少額の「その他」の金額は、前事業年度計上分に対する支給差額であります。

　

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、「資

産除去債務明細表」の記載を省略しております。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　現金及び預金
　

区分 金額(百万円)

　　現金 685

預金の種類

当座預金 5

普通預金 5

小計 10

合計 696
 

　

②　売掛金

(イ)相手先別内訳
　

相手先 金額(百万円)

㈱ジェーシービー 185

三井住友カード㈱ 74

三菱ＵＦＪニコス㈱ 64

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル，
Inc．

60

㈱セディナ 14

その他 41

合計 441
 

　

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
　

当期首残高
(百万円)
(Ａ)

当期発生高
(百万円)
(Ｂ)

当期回収高
(百万円)
(Ｃ)

当期末残高
(百万円)
(Ｄ)

回収率(％)
 

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)
 

滞留期間(日)
 (Ａ)＋(Ｄ)  
 ２  
 (Ｂ)  
 365  

 

403 8,115 8,077 441 94.8 19.0
 

 

(注)　上記金額には消費税等が含まれております。
　

③　商品
　

商品グループ名 金額(百万円)

農産 69

水産 56

畜産 62

サービスデリ（惣菜） 30

デイリー（日配） 333

グロサリー（加工） 1,757

インストアベーカリー 6

食品計 2,314

家庭用品 466

衣料品 77

その他 ―

非食品計 543

合計 2,858
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④　貯蔵品
　

品目 金額(百万円)

トレー・ハイラップ 12

ＷＡＯＮカード 11

重油・灯油 3

切手・印紙類 1

バスカード 1

その他 4

合計 35
 

　

⑤　未収入金
　

相手先 金額(百万円)

イオンクレジットサービス㈱ 2,850

綜合警備保障㈱ 687

イオンリテール㈱ 244

ブランド・ロイヤルティ・ジャパン㈱ 31

イオントップバリュ㈱ 17

その他 950

合計 4,782
 

　
⑥　繰延税金資産

繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳については、「２　財務諸表等　（1）財務諸表　注記事項（税効果会計

関係）」に記載しております。

　

⑦　敷金
　

相手先 金額(百万円)

平成工業㈱ 146

日建通商㈱ 130

三菱地所リテールマネジメント㈱ 125

㈱トランスファーサービス 123

真耕産業㈲ 121

その他 2,813

合計 3,461
 

　

⑧　建設協力金
　

相手先 金額(百万円)

日建通商㈱ 151

日本甜菜製糖㈱ 108

東日本バス㈱ 105

釧石運輸㈱ 78

中道リース㈱ 76

その他 436

合計 957
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⑨　支払手形

(イ)相手先別内訳
　

相手先 金額(百万円)

小林商事㈱ 5

寺田㈱ 4

丸金浅野商事㈱ 3

合計 12
 

　
(ロ)期日別内訳

　
期日別 金額(百万円)

平成29年３月 7

　　　　４月 4

合計 12
 

　

⑩　買掛金
　

相手先 金額(百万円)

イオンリテール㈱ 957

イオントップバリュ㈱ 757

加藤産業㈱ 706

日本アクセス北海道㈱ 566

三菱食品㈱ 553

その他 5,850

合計 9,392
 

　

⑪　預り金
　

相手先 金額(百万円)

イオンクレジットサービス㈱ 2,067

その他 66

合計 2,133
 

　

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等
　

(累計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当事業年度

売上高(百万円) 29,807 60,692 90,231 121,460

税引前四半期(当期)純利益金額又は税引
前四半期純損失金額（△）(百万円)

△106 2 △52 942

当期純利益金額又は四半期純損失金額
（△）(百万円)

△210 △224 △259 403

１株当たり当期純利益金額又は１株当た
り四半期純損失金額（△）(円)

△30.48 △32.51 △37.56 58.48
 

 

(会計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益金額又は１株当
たり四半期純損失金額（△）(円)

△30.48 △2.03 △5.05 96.03
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

 

事業年度 ３月１日から２月末日まで

定時株主総会 ５月中

基準日 ２月末日

剰余金の配当の基準日 ８月31日、２月末日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

　　取扱場所
(特別口座)
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

　　株主名簿管理人
(特別口座)
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 三井住友信託銀行株式会社

　　取次所 ―

　　買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

当会社の公告方法は、電子公告としております。ただし、やむを得ない事由により電
子公告による公告ができないときは、日本経済新聞に掲載する方法により行ないま
す。
なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおり
です。
　　http://www.mv-hokkaido.co.jp/

株主に対する特典

毎年２月末日現在で100株以上保有の株主に対し、以下のとおり、お買物1,000円毎に
1枚利用可能なお買物優待券（100円券）または北海道物産品のいずれかをご贈呈いた
します。

持株数　100株以上1,000株未満　優待券 50枚 または北海道物産品
持株数1,000株以上2,000株未満　優待券 100枚 または北海道物産品
持株数2,000株以上            優待券 200枚 または北海道物産品

ご利用可能店舗
　マックスバリュ北海道㈱、マックスバリュ東北㈱、マックスバリュ南東北㈱、
マックスバリュ関東㈱、マックスバリュ東海㈱、マックスバリュ中部㈱、マックス
バリュ長野㈱、マックスバリュ北陸㈱、マックスバリュ西日本㈱、マックスバリュ
九州㈱、イオンリテール㈱、イオン北海道㈱、イオン九州㈱、イオン琉球㈱、イオ
ンスーパーセンター㈱、イオンビッグ㈱、㈱光洋、まいばすけっと㈱以上が運営す
る全国の「マックスバリュ」「イオン」「スーパーセンター」「ビブレ」「まいば
すけっと」「ザ・ビッグ」「いちまる」等の直営店舗。

株主優待券のご利用有効期限　発行年翌年の６月30日まで。
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第７ 【提出会社の参考情報】

 

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

 

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

 

(１) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度　第55期(自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日)　平成28年５月19日北海道財務局長に提出。

 

(２) 内部統制報告書及びその添付書類

平成28年５月19日北海道財務局長に提出。

 

(３) 四半期報告書及び確認書

第56期第１四半期(自　平成28年３月１日　至　平成28年５月31日)　平成28年７月14日北海道財務局長に提出。

第56期第２四半期(自　平成28年６月１日　至　平成28年８月31日)　平成28年10月13日北海道財務局長に提出。

第56期第３四半期(自　平成28年９月１日　至　平成28年11月30日)　平成29年１月12日北海道財務局長に提出。

　

(４) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）の規定に基

づく臨時報告書。

平成28年５月20日北海道財務局長に提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
　

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

 

 

平成29年５月17日

マックスバリュ北海道株式会社

取　締　役　会　　　御　中

有限責任監査法人　トーマツ
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　松　　村　　浩　　司　　㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　香　　川　　　　　順　　㊞

 

 

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるマックスバリュ北海道株式会社の平成28年３月１日から平成29年２月28日までの第56期事業年度の財務諸表、すな

わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記

及び附属明細表について監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、

これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。

財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検

討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、マック

スバリュ北海道株式会社の平成29年２月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、マックスバリュ北海道株式会

社の平成29年２月28日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 

内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の

基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施

することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する

ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重

要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評

価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、マックスバリュ北海道株式会社が平成29年２月28日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表

示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に

準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認め

る。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 
 

※１　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。

２　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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